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石神井公園駅南地区地区計画、石神井公園駅南口西地区第一種市街地 

再開発事業等の原案に関する意見書等の要旨および区の見解について 
 

石神井公園駅南地区地区計画、石神井公園駅南口西地区第一種市街地再開発事業等の原案に

ついては、関係法令等に基づき、縦覧、意見書の受付および公聴会を行いました。 

原案に関する意見書等の要旨とそれに対する区の見解は、以下のとおりです。 

 

○ 原案縦覧等 

・原案縦覧期間 ：令和２年７月８日～７月29日 

・意見書受付期間：      同上 

・意見書提出数：328通（309名４団体、458件） 

※意見書１通の中で複数の意見があることから、通数と件数は一致しません。 

○ 公聴会 

・開催日：令和２年８月７日 

・公述人：10名（32件） 

※１名の公述人の中で複数の意見があることから、公述人の人数と件数は一致しません。 

・傍聴人：27名 

○ 意見書および公述の申出の受付を行った都市計画原案 

・石神井公園駅南地区地区計画の変更 

・石神井公園駅南口西地区第一種市街地再開発事業の決定 

・高度利用地区の変更（石神井公園駅南口西地区） 

・高度地区の変更（石神井公園駅南地区地区計画関連） 

・防火地域及び準防火地域の変更（石神井公園駅南地区地区計画関連） 

 

【意見書の要旨と区の見解】 

 

意 見 書 の 要 旨 区 の 見 解 

I. 地区計画関連 

1. 合意形成に関すること 

1  この再開発は不可解な条例変更によるま

ちの破壊・地域住民への周知不徹底・議論

や合意形成の不備など多くの問題をはらん

でおり、昨今のコロナ禍を鑑みても、性急

に進めてはならない。 

2  石神井公園地区には現行の地区計画が住

民と協議を重ねて作られており、尊重すべ

きものである。今回の地区計画変更案は住

民との合意形成が無視されており、丁寧に

進めるべき。 

3  素案の内容は地域でもほとんど理解され

ておらず、住民合意などと到底言える段階

ではない。都市計画法の根幹である住民と

の合意形成をする機会もないまま都市計画

を変更しようとするもので、不当である。 

4  原案に至るまで、丁寧に協議をしてきた

と回答しているが、まちづくり懇談会・再

開発検討状況報告会では、再開発ビル計画

都市計画法の規定では、地区計画等の案

は、その案に係る区域内の土地所有者その他

利害関係を有する者の意見を求めて作成す

るものとするとあり、同意率についての定め

はありませんが、土地所有者等から意見を求

めて作成することとなっています。 

区はこれまで、エリア毎、課題毎に地域の

皆様のご意見を伺う場を設けてきました。石

神井公園駅周辺地区まちづくり懇談会、市街

地再開発事業検討状況報告会、補助132号線

周辺地区まちづくり意見交換会、街並み整備

勉強会をそれぞれ複数回実施した後、都市計

画素案説明会を開催するとともに、町会・商

店会の会合や戸別訪問などにより、関係権利

者や地域の皆様のご意見を伺い、今回、都市

計画原案説明会を開催したものです。 

また、説明が十分でないという方がいる一

方で、多くの方から早く手続きを進めてほし
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は報告されたものの、駅前商業地区をＡと

Ｂに分割して100ｍ級の高さを可能にする

高さ規制の変更には一切触れていない。 

手間ひまをかけて多くの人たちが納得で

きるものに仕上げるのが合意形成で、一部

の賛成者だけとの協議では、到底合意形成

とは言えない。 

5  練馬区は232号線の整備と再開発事業と

いう公共性を盾に地域の大切なルールを変

えようとしているが、このルール変更によ

り失われる景観価値は非常に大きく、後刻

の復旧も不可能。もしどうしても変える必

要があるなら、景観利益に関わる人全員の

賛否（例えば区民全員による住民投票など）

を図る等の検証が求められる。 

6  地区計画変更手続きに大きな瑕疵があ

る。建物の最高高さ規定の変更に関わる議

題が、一度も開示されることのないまま、

合意形成は丁寧に行ったという耳障りの良

い甘言のもとに、都市計画決定に向けた手

続きに入ることは承知できない。 

7  なぜ合意形成はなされないのか。なぜ合

意形成がないままに都市計画決定に向かっ

て突っ走るのか。この事業はこの時期に何

が何でも最優先されなくてはならないの

か。大きな疑問と不審がある。 

8  このように市民生活に大きな影響をもた

らすルール変更を、周辺市民の同意ナシに

強行することが許されるのか。 

9  地区計画を簡単に変えるべきではない。

変更にあたって地域住民と再度協議するこ

ともほとんどなく、合意形成のないまま強

行しようとするものである。 

10  地域住民との議論や合意形成こそ、第一

に考えるべきで、拙速に事を運ぶのではな

く、じっくり時間をかけてやってほしい。

練馬区の都合で、変更案を一方的に押し付

けることはおかしい。 

11  地区計画の変更に当たっては、現地区計

画エリアの住民との協議は十分に行われて

いない。つまり地区計画の決定に当たって

最も大切とされる住民との合意形成が全く

なされていない。 

12  これまで２回の説明会があったが、そこ

で出た住民の意見や希望は、素案から原案

になっても全く反映されていない。この意

見書を書いていても区は聞く耳をもってい

ないという不信感がぬぐえない。一応区民

の意見を聞いたというアリバイ作りや、ガ

ス抜きには決してしないでほしい。 

いとのご意見を頂いており、平成27年のまち

づくり懇談会からこれまでの約５年の経過

を踏まえながら、石神井公園駅周辺にふさわ

しいまちの実現のため、引き続き都市計画の

手続きに取り組んでいきます。 

なお、説明会等の周知については、本地区

計画区域を含む、おおむね駅周辺の再開発促

進地区（約28ha）に案内を配布するとともに、

区ホームページに掲載等しております。 
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13  今回計画中の高層ビルについても、「採算

上必要」との説明しかなく、住民の血税が

注ぎ込まれるプロジェクトにも拘らず、説

明不足且つ建設ありきの進め方は住民軽視

と指摘せざるを得ない。 

駅前商業地区Ａの土地利用については、

昨年12月の素案説明会で初めて出されたも

のであり、未だ住民の理解が十分に得られ

たとはいえない。丁寧な説明がなされたと

はいえない。 

14  まちづくりには、住民の意思の確認が不

可欠。 

15  結論ありきで拙速に進めず、この地区計

画変更原案と再開発事業はもっと時間をか

けて住民と共に検討してほしい。 

16  現在の地区計画が、数年にわたる協議を

経て、地域住民との合意を形成して策定さ

れたことを踏まえて、本地区計画の変更も、

地域住民との合意形成を実現した上で行う

必要があると考える。 

17  ルールを変えるなら原点に立ち返って、

住民との協議から再スタートすべきであ

る。行政権限をごり押しするようなルール

変更は民主主義の原則に反する。 

18  今進められようとしている地区計画は、

これまで積み重ねられてきた地域住民との

合意事項をも甚だしく毀損している。 

建築物の最高高さ規定の恣意的な変更を

合理的な根拠も認められないまま強引に進

めようとしている。 

地区計画の根本理念である地域住民との

合意形成という不可欠のプロセスを踏まな

い不実な原案は直ちに撤回を求める。 

19  テレビ番組では地域住民との合意のもと

に取り決められた地区計画がわずか数年で

練馬区の一存で変更されようとしていると

あった。この変更は、地権者や周辺商店街

との合意は本当に形成されているのか。 

20  地区計画は長い年月をかけて住民との話

し合いの末、決められた事にも関わらず、

住民との合意形成もなされないまま練馬区

が勝手に変更して計画を進めていることを

知り、大きな不信感を抱いている。 

21  今回の地区計画の変更案は、それまでの

再開発事業の素案説明会でも一度も説明さ

れず、行政側からいきなり出されたという

点で、まちづくりの考え方もルールも逸脱

したものと言わざるを得ない。 

22  区が平成27年に再開発事業について知っ

た時点で、地区計画を変更するには、策定
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の時と同様に「まちづくり協議会」を当該

エリアの地域住民できちんと組織し、オー

プンな場で誰もが納得のいくように時間を

かけ、協議していくことが責務だった。 

23  今回の地区計画の改定にあたっては、既

存の地区計画エリアの住民との協議は一切

なされていない。つまり地区計画の決定に

当たって最も大切とされる住民との合意形

成が全くなされていない。 

24  地区計画変更について、住民と十分な協

議による合意形成が行われないままでも進

める理由は。 

 地権者以外の周辺住民には、この地区計

画が十分に知らされていない。 

 合意していない地権者の人権をどう考え

ているか。 

 コロナ禍で協議の機会も限られ、素案提

示以降、十分な協議ができていない。 

 コロナ禍で困窮している区民にインフラ

建設よりも優先して対応すべき問題が

多々ある。 

故に、今後の予定については、相応の期間

を確保するなどの見直しが必要。 

25  今回の計画変更においては、変更地域以

外の住民も含めた合意をしっかり得て、地

域の合意を得た形で計画決定されるべき。 

合意の存在を確認するにあたっては、特

に合意確認の対象地域、全員合意（最終的な

合意の判断材料）、意見の確認プロセスにつ

いての考え方を明確にし、住民に説明する

とともに、都市計画審議会でも明らかにし

た上で判断する必要があると考える。 

26  説明会参加者からの質問にもおざなりな

回答しかなく、こうした地区計画の変更や

事業計画をすすめる際に必要な地域住民と

の合意形成が全くなされてないことも明ら

か。もっと合理性のある根拠が示されなけ

ればとうてい地域に受けいれられない。 

2. 地区計画変更に関すること 

1  地区計画は８年前に決まったものと聞い

ているが、都市計画をそんなに短期間に簡

単に変えてよいのか。 

2  まちはその時々の価値観により時間とと

もに変化することは理解するが、決めてま

だ日が浅いルールをあえて変更するほどの

時間は経っていない。 

3  20年近く前から住民と練馬区が話し合い

を繰り返し、８年前にようやくまとまった

地区計画を、再開発遂行のため練馬区が一

方的に反故しようとしている。 

都市計画の適時適切な見直しについては、

国土交通省の都市計画運用指針に、社会経済

状況の変化等を踏まえて、変更の必要性が吟

味されるべきと示されています。都市計画決

定以降、連続立体交差事業が完了し、補助232

号線の一部や、南口交通広場の整備が完了し

ました。こうした状況の変化により、地域で

は再開発事業の実施を目指して、準備組合が

設立され、また商店街通りにおいて無電柱化

の検討が進むなど、更にまちづくりが進捗し

ていると考えています。 
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4  数年前に決めたばかりの地区計画を簡単

に変更することは如何なものか。高さ制限

を作った時の原則とか価値観が変わってし

まったのか。 

5  区は、地区計画決定当時との状況の変化

について述べていない。従って、都市計画

運用指針による変更の必要性は存在せず、

地区計画の変更を前提とした市街地再開発

事業の決定も出来ない。 

6  今回の都市計画で重要なのは、一度合意

を得て決定、施行、運用された地区計画が、

比較的短期に抜本的に変更される点。 

このようなことから、現在の状況に合わせ

て、地区計画の都市計画変更を進めることと

しました。 

7  地区計画変更を行うなら早く確実に行っ

てほしい。建物の手入れや再建築に影響が

出ると困るため、予定通りに進めてほしい。 

8  この地区計画により、メリハリのある街

作りがされることが期待される。いくつか

の調整があるにしろ時間をかけすぎではな

いか。 

平成24年の地区計画決定以降、連続立体交

差事業や南口交通広場の整備が完了し、地域

では再開発事業の実施を目指して、準備組合

が設立され、また商店街通りにおいて無電柱

化の検討が進むなど、更にまちづくりが進捗

しています。こうした状況の変化に合わせ

て、都市計画変更を進めることとしました。 

今後も石神井公園駅周辺にふさわしいま

ちの実現のため、引き続き都市計画の手続き

に取り組んでいきます。 

3. 高さの最高限度に関すること 

1  現在の地区計画における高さ制限も全く

無視し、地区計画そのものを変えてしまえ

ばいいという論法。これは極めて危険な行

政。練馬区にはもはや民主主義は消え去っ

てしまったのか。練馬区は準備組合に対し

て「いまの地区計画を守りなさい」と指導

すべき。 

2  高さ制限などの現行地区計画をなぜ変更

しなければならないのか。多額の公費を使

うならば、もっと大きな緑地や西口駅前広

場を確保すべきである。この地域に高層ビ

ルはふさわしくない。 

3  駅前広場、立体交差や132号線の整備など

駅周辺環境の変化は確かにあるが、それが

即高度利用、しかも現行地区計画の最高高

さを、いきなり約３倍とする必要性に対す

る区の説明に説得力がない。 

4  石神井公園駅南側の一帯は明確な街づく

りの方針があり、しかもそれは永年にわた

り多くの住民が参加した協議の場を経て決

めたものだと知った。これほど明確な指針

があり、住民が納得している建物高さに関

するルールを簡単に撤廃することは許され

ないものと思う。 

5  駅前には高層ビルは建てないという35ｍ

の高さ制限が、住民との間で作られたのだ

と思う。しかし現状ではその高さ制限も勝

駅周辺は、多くの人が通行し人々が交流す

る空間が設けられ、多様な施設が集積するな

ど、地域の中心として安全で利便なまちであ

ることが必要です。とりわけ、石神井公園駅

は、一日の乗降客数が８万人を超え、駅周辺

は、区西部地域の日常生活を支える拠点とな

るまちであり、中心拠点としての機能を、よ

り一層充実させることが必要です。 

駅周辺の拠点としての機能を向上させる

ためには、駅前などの利便性の高い地域は、

土地の高度利用により、多くの方が利用する

施設や、居住する住宅を集約するとともに、

道路やオープンスペースを整備するなど、土

地の有効活用を図り、安全で快適なまちづく

りを進めていくことが必要です。 

そうしたことから、平成24年に決定した地

区計画では、土地の高度利用や有効利用の促

進を、地区計画の目標や土地利用の方針に定

めています。 

この方針等を踏まえ、建築物等の高さの最

高限度に関して、原則35ｍとしながらも、敷

地面積が1,000㎡以上で、区長が別に定める

基準に適合し、市街地環境の改善に資するも

のについては、この上限を適用しないことと

しています。 

したがって、現在の都市計画は、上限も含

む詳細基準の規定を区長に委ねる内容とし
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手に破られ、反対住民がいるにもかかわら

ず、高層ビルが建設されるという、当初の

地区計画とは程遠いものが練馬区によって

進められているのが現実。 

6  再開発ビル建設は現在の地区計画に違反

する。現行地区計画では「公園から駅に向

かって徐々に建築物の高さを抑えながらス

カイラインを整える」としている。 

7  再開発事業は高度利用地区指定の緩和で

得た700％の容積をフル活用するために高

さの緩和を求めたものである。それを受け

て練馬区は地区計画の最高高さ規定の変更

に踏み込んだが、事業採算のために(それも

利益の上乗せのために)まちづくりの理念

を放棄し、ルールを変えようとする姿勢は

大きな問題である。 

8  平成24年度に定めた地区計画では、駅周

辺は、高さ制限35ｍ(50ｍ)が約束されてい

る。それがこんなに容易く覆すことが出来

るのなら、高さ制限など無いも同然である。 

高さ35ｍ(ただし書きの場合でも、上限は

50ｍ)を変更し、100ｍとする理由について、

土地の高度利用とか、商業・業務環境を高め

る、という抽象的な理由ではなく、具体的に

示すこと。 

9  地区計画上、例外規定を設けるというこ

とは、高度建築が可能であることを明文上

で容認するものであり、今回の原案は、こ

れまでの地区計画からの重大な変更と言え

る。こうした変更について十分な住民合意

なく、都市計画決定されることは非常に問

題がある。 

10  今回の原案は相変わらず、平成27年７月

練馬区で条例化された【地区計画】の階高

35ｍ・階数11建てを遥かに超え、階高100ｍ・

階数26建てとなっており、条例化された【地

区計画】が尊重されていない。 

建築物等の高さの最高限度で、区長がこ

れと同等以上に市街地環境の改善に資する

と認める場合は、この限りでないと言うの

は納得出来ない。折角区民で話し合ってい

るのに、鶴の一声で変更されかねない。 

11  現行の地区計画の建物の最高の高さ35ｍ

制限は10階建てが可能であり、一部住民が

求めている便利なまちづくりが十分可能。

また、石神井公園からの景観を守るものに

もなる。 

12  このまちづくりの目標を守っているのが

地区計画だが、提示された変更案では最高

高さ規定をほとんどないものとして、まち

て決定されています。これは、状況の変化等

にあわせ、迅速に基準の見直しが行えるよう

に配慮したものと考えています。 

今回は、この市街地環境の改善に資するも

のに係る基準について、現在の都市計画の主

旨を踏まえ、まちづくりの進捗等から見直し

を行うものです。 

駅前商業地区Ａにおいては、敷地内の広い

オープンスペースに、安全・快適な歩行空間

や、潤いのあるみどりを創出するなど、市街

地環境の改善が特に期待できる高度利用地

区内または総合設計の許可を受けた建築物

について、個々の敷地における市街地環境の

改善の状況に応じて高さの判断が可能とな

るよう、50ｍなど一律の上限を定めないこと

としています。 

高度利用地区や総合設計は、本地区計画の

方針等と同様、歩行者空間等の整備を要する

制度であることから、高さの最高限度を適用

除外としたものであり、高層建築物を誘導す

るために定めるものではありません。 

どの程度の高さとなるかは、確保する歩行

者空間等の大きさによって変わるため、個々

の制度適用の際に、その内容に応じて判断し

ていくこととなります。 

今回は、要綱で定めている基準を単に改正

するのではなく、地域の皆様のご意見も聞き

ながら、都市計画そのものを変更することと

しました。 

駅前から公園に向かって段階的に高さを

低くすること、駅前については、高さの制限

を緩和し、市街地環境の改善に資する建物を

誘導するとの考え方は、現在と変わっており

ません。 
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づくりの目標を放棄している。 

13  もう少し、高さを抑えるようにできない

か。 

14  地区計画変更原案の最高高さ規定はまち

づくりの理念（＝スカイラインの考え方）

に反する。変更原案の最高高さ規定（なか

でも本則に書かれた但し書き規定）は、ス

カイラインを整えようというまちづくりの

考え方（＝地区計画の理念）から大きく逸

脱している。 

また、現行地区計画には都市計画として

の最高高さの上限があり、35ｍである。変更

案で100ｍまでも可能にしようとしている

が、練馬区都市計画に関わる規則の中に、但

し書きで２倍や３倍を認める例があるなら

例示してほしい。 

15  当該地区には、幅員16ｍ～４ｍの様々な

道路が存在している。その全ての部分に一

律に３ｍ以上の歩道状空地を設けるのは、

地区特性に応じた良好な空間形成を阻害す

る恐れがある。 

16  この様な住みよい街を「事業採算のため

には、規則の方を変えれば良い」というの

は、独裁的で民主主義ではない。 

17  練馬区は東京都とともに再検討し、"災害

に強く、区民生活を豊かにするにぎわいづ

くりを進めることや、街並み景観に配慮し、

良好な住宅地を保全する"(「地区計画」)よ

う計画を変更することを要望する。 

18  地区計画原案には、「土地の高度利用を図

る」や「市街地環境の改善に資する建築物

を誘導する」と追記されているが、このよ

うな目標及び方針は、現行の高さの最高限

度の範囲内で達成されなければならない。

したがって、高さの限度を100ｍと定める市

街地再開発事業を可能とすることを目的と

して変更することは出来ない。 

石神井公園の風情が感じられるまちづく

りという観点から高さを定める、現行の地

区計画の趣旨・目的とは大きく異にするの

で、高度利用地区内や総合設計制度の許可

を受けていることは、高さ制限の適用除外

を正当化する根拠にはならないので、適用

除外規定は認められず、削除されるべき。 

4. 商店街に関すること 

1  公園通りの壁面後退には商店街にはメリ

ットがないため反対意見が多い。 

2  公園通りの壁面後退変更に反対する。商

店街の壁面後退については住民合意の手続

きが全く無視されている。改めて商店街と

平成24年に決定した地区計画では、建て替

えなどの際、公園通りの中心から５ｍまで道

路を拡幅し、更に50cmの壁面後退を定めてい

ます。 

その後、補助132号線の整備が進捗し、公園
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の話し合いを経て、丁寧な合意形成の後に

都市計画変更案として提示することを求め

る。 

通りを通過するバスのルートが令和３年度

に振り替わる予定となったことから、公園通

りを含む商店街通りの道路拡幅の必要性を、

改めて検討しました。 

検討の結果、道路として拡幅することな

く、壁面後退による建築誘導とすることで、

現在の計画と同様の機能と空間の確保がで

き、加えて街並み誘導型地区計画による土地

の有効利用、商店会の一部の方々からの要望

である「無電柱化」を同時に実現することが

可能と考え、今回の都市計画原案をお示しし

ました。 

今後も地域の皆様のご意見を聞きながら、

商店街通りの整備に取り組んでいきます。 

3  子供がいるが、現在の商店街は歩くのに

危険。安全のために、歩道と車道をしっか

り分けてください。 

4  商店街を通って行き来をしているが、危

険や煩わしさを感じずに歩けたことがな

い。バスは公共的な物なので仕方ないと思

っても、歩道の境も無く、商店街も雑然と

していて通りの安全性をなんとか改善して

欲しいと思ってきた。 

5  バス通りが非常に危険で渡るのも怖い。

歩道、自転車、自動車と分離した道路にな

ることを希望する。 

6  商店街通りは道幅があまり広くなく、歩

行者並びに車両の通行に不便さを感じる。 

7  南口地区周辺は狭い道が多く、高齢者や

子連れが安心して歩ける環境ではない。バ

スや乗用車だけでなく、自転車と歩行者の

接触事故も起こりかねない状態である。 

8  現状の商店街の通りは、歩道も確保され

ておらず、旧態依然である。再開発が進め

られるということで、是非、遅れているこ

の道路状況を改善して欲しい。道路と商店

街の充実は、セットで考えるべきと思う。 

9  「商店街通りの街並み整備計画の検討」

をされていると資料にありましたが、駅南

口と石神井公園への一体化を、是非お願い

したい。現在の商店街は、車も人も混在し

ていて大変危険で、石神井公園への道を安

全で楽しく綺麗なものにしてほしい。 

10  商店街が昔のままで、道路が安全にバス

や乗用車が走れない為、早く安心して暮ら

せる、買い物ができる街並の整備をしてほ

しい。 

11  石神井公園に向かう商店街の道を、安全

に綺麗に整備して下さい。再開発が進むと、

駅前から一体となって整備されることを期

補助132号線の整備が進み、商店街通りを

通過するバスのルートが令和３年度に振り

替わる予定となったことから、商店街通りの

拡幅の必要性を整理し、街並み整備の検討を

することとしました。 

歩行者や買い物客の安全の確保や魅力あ

る空間の創出などを含め、今後検討を進めて

いきます。 
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待している。電柱も無くなり、緑も多くな

れば街の格も上がり、そうなれば防犯や子

供達の安全に繋がると思う。 

12  「商店街通りの街並み整備計画」を是非

進めて下さい。日頃、商店街を通行するの

が危険を伴い、改善して欲しいと思ってい

る。再開発事業で、バスルートが変更され、

街並みも綺麗になることを切に望んでい

る。電柱も地中化されるということなので、

是非早く進めてほしい。 

13  道路を整備し、車両を商店街に入れない

様に早くしてほしい。商店街が老若男女を

問わず安全で快適な歩行者空間となるよ

う、道路整備を進めてほしい。 

14  電柱の柱上化は、商店街活性化に寄与す

ると思う。 

15  高層ビルが建設されることにより大型店

舗が誘致され、地元に元々ある小規模な店

舗や商店街が経済的に更なる打撃を受けて

しまうのではないかという懸念もある。 

16  地域に親しまれてきた商店街は、大型道

路によってつぶされてしまう。 

17  既存商店街は「裏通り商店街」と化して

しまう。表通りで商売している店舗が裏通

りになることにより厳しい経営を強いられ

る。よって再開発イコール地域の活性化に

はつながらない。 

補助132号線、補助232号線の整備や、商店

街通りの街並み整備により、駅・商店街・石

神井公園・石神井庁舎等へ安心して行けるよ

う、歩行環境を改善するとともに、まちを散

策してみたくなるような、環境づくりを目指

します。 

例えば、駅を降りた人が、安全な歩道を備

えた都市計画道路を歩いて石神井公園へ行

き、帰りは、にぎわいのある商店街通りを歩

いて、駅まで戻ってくるような、魅力的で、

回遊性の高いまちづくりを進めます。 

II. 市街地再開発事業関連 

1. 事業効果に関すること 

1  再開発のビルに緑が多く配置されている

ようなので、是非そうして欲しい。緑の多

い街のイメージとして、シンボルツリーを

１本植えてはどうか。商業ビルから商店街

に続く道でもあるので、商店街のイメージ

も良くなると思う。 

2  再開発事業や道路の整備に伴い、緑豊か

で開放感のある街並みを作ってほしい。今

の駅南側は、空間が少なく緑もほとんど無

い。公園が有るのに開放感の無い街で、防

災性も低いので、良好な環境を整える必要

が有る。 

3  再開発事業によって、歩道、広場、空地

などの空間ができ、樹木、草花が増えれば

素晴らしい環境になると思う。 

4  再開発事業による「空間」を作り出し、

かつ「みどり」を増やせれば、良好な環境

も実現できるはずである。 

5  再開発で緑の多い街を造って欲しい。現

在は、駅前に緑が無く残念。石神井公園を

市街地再開発事業では、空地やみどりが少

ない現在の石神井公園駅前に、共同化により

生み出した道路沿いのオープンスペースに

樹木を植えるなど、多くの人が行き来する駅

前という立地を踏まえ、石神井公園へとつな

がるみどりの空間を創出していきます。 

今後、具体的な外構計画がなされる際に、

みどりを多く、効果的に整備するよう準備組

合に対し、指導・助言をしていきます。 
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控える街であるからこそ、より緑の多い、

人に自然に優しい街としてイメージアップ

のためにも、開発で緑を沢山配置して増や

して欲しい。 

6  石神井公園駅南側前から、石神井公園と

いう名のとおり、公園を連想させる木々を

多くして欲しい。現在はまだ人々が滞留す

るスペースが少なく、緑も少ないと思う。 

7  再開発事業で歩道が拡がり広場ができ、

植栽がなされると、緑があふれ、ゆったり

と快適で素敵な石神井公園の最寄り駅に相

応しい駅前空間になると思う。（他１件） 

8  緑が多く開放的な計画に魅力を感じる。

新しい建物の周りは歩道が広く、緑も多く

なっているので非常に良い計画だと思う。

今は道路も狭くて危ないし、暗い感じがす

るので早く実現させてほしい。 

9  最近できた、西武の開発の周りは緑も多

く、空地が整備されていて、子供と手をつ

ないでいても安心して歩ける。南口改札を

出てすぐのところも、早く開発が進んで同

じように、緑豊かで子供と安心して歩ける

街になると嬉しい。 

10  街全体としてまとまっている感じが無

く、特に北口から商店街の方は古く混沌と

した様子。「石神井公園駅」という公園の駅

名であるのに、駅周辺に緑が無いことも感

じていたので、緑を増やしスッキリとした

街並みを形成してほしい。 

11  資料で、補助232号線と現商店街の分岐点

に木が表示してあるが、どんな樹木が植え

られるのか。駅前にも緑をたくさん増やし

て欲しい。 

12  道路や再開発ビルを作るのであれば、「み

どり」の多いまちづくりをしてほしい。今

現在、イチョウの大木があり、西武のビル

前に少し「みどり」が配されたが、まだま

だ公園が有る駅前にしては、木々が少ない。 

13  再開発事業の計画平面図で、駅前の私道

が良くなることが判り、かつ、駅西口改札

から石神井公園への導線として、ビル内の

歩行者用通路が配されることが理解でき

た。その通路と商店街とが一体となり、遠

方から来る人々に楽しさを感じてもらえれ

ば理想的だと思う。 

14  再開発予定のビルの南北道路を有効に利

用して、商店街と石神井公園に人の流れを

誘導してほしい。 

15  駅と商店街の連続性が無く、街がばらば

らで雑然としており、今一つ活気が無い。

当地区は、平成15年に地域の皆様と共に策

定した「まちづくり全体構想」に基づき、段

階的にまちづくりを進めてきました。全体構

想では、歩行者重視の商店街づくりや、魅力

ある商業環境の整備に取り組むこととして

います。 

このことを踏まえ、区では、商店街通りの

無電柱化や、街並み整備に関する検討を、商

店会の皆様と進めています。 

また、準備組合においても「駅と商店街の

連続性を強化し、活気あふれるにぎわいを創

出」することをコンセプトに、駅西口を出た
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計画では北側ビルに自由通路を作り、駅か

ら商店、公園への動線を作り、街の一体感

を作り出そうとしている。 

16  北街区の貫通通路や南街区の広場は、駅

から商店街への重要な経路であり、人を商

店街に呼び込むうえで建物のデザインが重

要であり、店舗が連続し、商店街と街並み

としても調和した計画とすることが商店街

との共存共栄には不可欠。（他２件） 

17  建物の中に通路ができる計画になってい

るが、駅から街の中への人の流れも変わっ

てくるでしょうし、高齢者にとっても非常

に便利になるのではないかと思う。 

18  駅から南に貫通通路が出来るとのことで

楽しみにしている。近道となる上に一部で

すが雨も凌げる。魅力ある店舗が入ればま

た楽しみも増える。勤務先でもみんなが期

待している。まちが賑わう再開発が実現す

ることを期待する。 

19  道路や再開発ビルができることで街が分

断されないか心配していた。駅から商店街

までの通り道に、貫通通路ができると聞い

たので安心。 

20  街の広がりや回遊できる街としては、不

完全である。この度の再開発事業や道路整

備に伴う自由通路の設定などを利用して、

街としてもっと広い範囲が活性化していか

なければならない。 

人が、スムーズに商店街や石神井公園へ行け

るように貫通通路を計画しています。 

周辺の都市計画道路や商店街通りの整備、

市街地再開発事業によるオープンスペース

や貫通通路の整備により、安全で回遊性の高

い、魅力あふれる歩行環境の実現を目指しま

す。 

21  再開発を契機に、まち全体としての魅力

が向上することを期待している。周辺の再

開発との差別化に留意して魅力ある再開発

を実現してほしい。 

22  建物の完成以後を見据えた広場の活用の

仕方、仕組みを考えておくべき。再開発の

敷地内だけでなく、道路も含めて、賑わい

をつくる仕掛けが必要である。 

 商店街通りの道路全体を活用するような

ことができれば、かなり先進的な取り組み

になるのではないか。いろいろな仕掛けを

今のうちから考えておくべきだと思う。 

23  酉の市など大変賑わっていますが、スペ

ースの狭さが残念。街の活性化のためにも、

人気のイベントや祭事ができるような、神

社と商店街が一体となって開催できるスペ

ースを作り、再開発事業の中で計画してほ

しい。 

24  石神井公園への道沿いに商店街がありま

すが、マルシェと共に協力してイベントを

開催してはどうか。再開発の中で、イベン

トスペースを設ける事が可能であれば、マ

本再開発事業の実施により、広場・歩道状

空地の確保や樹木等によるみどりの空間が

創出され、併せて商業施設・業務施設・行政

サービス機能が集積することで、駅前の魅力

や利便性が向上し、商店街や石神井公園等へ

つながるにぎわいが生まれると考えます。 

準備組合は、ハード面だけではなく、周辺

地域を含むエリアマネジメントの検討に取

り組みたいと考えていることから、区として

も、地域のにぎわいなどの維持・向上につな

がるよう指導していきます。 
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ルシェのみならずお祭りなどの楽しい企画

が催されることと思う。 

25  南側の建物と商店街がどのようにコラボ

レーションするか期待している。 

26  再開発でできる広場だけでなく、商店街

通りの道路全体を活用するようなことがで

きれば、かなり先進的な取り組みになるの

ではないか。デジタルサイネージやオープ

ンカフェなど、いろいろな仕掛けを今のう

ちから考えておくべき。（他１件） 

27  再開発を行う事で神社も活気づき、賑わ

いの創出にも寄与できるようになるのでは

ないかと期待している。 

28  今後若い世代の人々が担っていけるよう

な新しい価値のある商業施設の実現と、住

民や商店街と連携しながら、将来にわたる

街づくりの仕組みづくりを、再開発事業を

通じて実現させてほしい。 

29  神社が再開発で再興されれば、まち全体

の格調も上がるし、酉の市がもっと大規模

に開催されれば、まちのにぎわいづくりの

目玉になると思う。 

30  大鷲神社の再建によって、商店街の更な

る活性化を図り、石神井という町全体を盛

り上げていけるのではないか。 

31  神社や公園を使った人々が集えるイベン

トを継続することで街の発展が可能にな

る。 

32  大鷲神社の酉の市を冬のイベントとし

て、街を盛り上げてほしい。新店舗と商店

街のコラボもすれば活気も出て新しい街の

魅力も増すはずである。 

33  再開発事業により、従来の商店街と新し

いビルの店舗が一体となり、そこにイベン

トや酉の市をリンクさせて、街の活性化を

させるべき。 

34  駅前の敷地を有効に使い人口を増やし街

の活性化を促すことが大事。 

35  駅前に再開発マンションが建ち、道路整

備がなされ街がきれいになれば、若いファ

ミリー層が増え活気のある街になると思

う。昔からの住民と若い世代で魅力ある街

にしていく為に、再開発を進めることに賛

成している。（他10件） 

36  ビル建設により人々が増加し街の活性化

に寄与する。  

37  232号線の整備に伴い、敷地が細分化され

てしまう駅前一等地を再開発によって、ビ

ルを作り、商店街の活性化や、定住者の増

加を叶えられることはとても良いと思う。 

再開発ビルには、公益施設、商業施設、住

宅等の導入を検討していますが、竣工後は新

しく当地区に居住する方だけでなく、施設利

用者をはじめとした来街者の増加が見込め、

当地区での消費機会の可能性は広がると考

えます。 

居住者や来街者の増加による需要刺激だ

けでなく、ハード面においては、地区計画に

伴う建替えや無電柱化の検討、ソフト面では

商店街振興等により、まち全体の活性化に取

り組んでいきます。 
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38  街の活性化に必要な232号線整備により、

不整形な細分化された敷地を集め再開発ビ

ルを作り、かつ神社や区の公益施設が更新

されるのは、とても良い活性化案で、賛成

できる計画である。 

39  232号線の富士街道までの完成に伴い、ま

ちに回遊性が出来ることを楽しみにしてい

る。 

40  吉祥寺の公園のように若い人たちがたく

さん訪れてもらうには、駅から石神井公園

へ行きやすい導線が必要ではないか。歩い

て気持ちの良い道筋があれば、若い人達も

集まってきてくれると思う。 

41  駅の北側から、南側の石神井公園や三宝

寺池まで広範囲に地域として回遊性を高め

るべきで、遠方から来る人々、駅周辺の定

住人口を増やす必要がある。 

42  幹線道路から駅に向かう道が不便なこと

を毎回感じている。分かりやすい道路を作

り、整理がされたらより便利になる。 

43  再開発事業により、駅からの人を再開発

ビル→商店街→石神井公園まで流れていく

ようにしてほしい。駅前だけでなく地域・

まちの発展も考えていくには、再開発のよ

うな転機が必要である。（他２件） 

44  新たな街路が形成され、歩行者動線が変

わることにより、街の活性化が、促進され

ると思う。（他１件） 

区は、都市計画道路補助132号線、補助232 

号線の整備や、商店街通りを歩行者中心とし

た道路とすることで、駅、商店街、石神井公

園、石神井庁舎等へ安心して行き来できるよ

う、歩行環境を改善するとともに、まちを散

策してみたくなるような、環境づくりを目指

しています。 

例えば、駅を降りた人が、安全な歩道を備

えた都市計画道路を歩いて石神井公園へ行

き、帰りは、にぎわいのある商店街通りを歩

いて、駅まで戻ってくるような、魅力的で、

回遊性の高いまちづくりを進めます。 

45  再開発事業によって、再開発ビルの敷地

内に大鷲神社の新社殿が建立されると聞い

た。代々受け継がれてきた祭礼や酉の市等

の行事がより盛大に開催されるようにな

り、街の象徴としての役割を担うことが期

待される。 

46  再開発にあたっては大鷲神社の再興を実

現してほしい。 

47  神社は街に必要な物であるのできちんと

整理して再建してほしい。 

48  再開発に伴って大鷲神社を参拝しやすい

環境に整備してほしい。 

49  大鷲神社があるのにお参りしにくいの

で、こちらも考慮して整備してほしい。 

50  神社及び周辺の発展は喜ばしい。 

51  再開発にあたっては大鷲神社の再興を実

現してほしい。まち全体の格調も上がるこ

とに神社の再興は貢献するはずである。 

52  まちのシンボルでもある大鷲神社を、再

開発ビルの所に再整備してほしい。 

53  石神井公園南口は、狭くて汚い道に神社

もあり、大変不衛生な印象。次世代のため

市街地再開発事業の区域内にある大鷲神

社は、過去開催してきた、まちづくり懇談会

や検討状況報告会において、度々ご意見を頂

き、地元には愛着のある方が多く、地域に根

付いた神社であると認識しています。 

具体的には「商店街の再生・活性化と共に、

公園や神社を活用した他に例のないまちづ

くりを検討してもらいたい」「神社をもっと

多くの人に見えるようにして欲しい」などの

ご意見を頂いております。 

準備組合でも、神社の再建とともに、地域

の歴史が感じられる街並みづくりを目指す

としていることから、今後も、地域の皆様の

ご意見を聞きながら、より良い計画となるよ

う、準備組合を指導していきます。 
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には、便利さだけではなく街の発展を考え

ていかないとならない。是非住みたいと思

う街を造ってほしい。 

54  街も新陳代謝が必要なので、住民は最も

積極的に参加しなければならないが、行政

も、タイミングを逃すことなく、10年後20

年後を考えた街作りを進めてほしい。 

55  今回の再開発事業で更に街並みが良くな

ってくることを強く期待している。 

56  再開発で駅前が整理されることは、最新

のビルもあり自然もありの望ましい都内の

街形成となり、将来的に大いに価値がある

と感じている。石神井公園から見える高層

のビルは、発展の象徴として美しく、再開

発に期待している。 

57  駅南側の整備が遅れており、今回の計画

が実行できれば、急速に街が改善される。 

58  地区計画の変更、再開発事業、232号線の

計画は、石神井公園南口の再建にとって、

とても良い計画である。 

59  完成までは長くかかるかも知れないが、

目に見える進捗に期待する。 

60  原案説明資料を拝見して、石神井公園駅

南口が面で調和のとれた「街」に変化し、 

良い方向に導いて頂ける原案で、大変良い

ことだと思う。速やかに進めてほしい。 

61  駅前のロータリーや道路の整備、再開発

の予定等、次々と進行していて大変良好で

あり、益々駅前が整備されることを期待し

ている。 

62  仏閣の多い街など、古さが良い場所も有

るが、石神井公園周辺はそれとは異なる。

都内の住宅地として将来性を持つために

も、道路や再開発を実行してほしい。 

63  道路や再開発が進むことにより、石神井

公園駅を良いモデルとして、練馬区の発展

を期待したい。 

64  行政機関・西武鉄道・商店街が一体とな

った再開発事業を望む。 

65  石神井公園らしさを意識し、商店街と高

層ビルがうまく調和した街並みに期待す

る。（他１件） 

66  この街の将来を考え、再開発原案を進め

るべきである。噂の東京マガジンという番

組を見て、はじめてこの計画を知った。年

配の方が主に反対しており、若い人が賛成

をしているイメージだった。 

67  西口から石神井公園に向かう、神社を含

めた商店街が特に開発が遅れていて、環境

が悪く安全面でも、防災面でも大変よろし

現在、市街地再開発事業の区域内およびそ

の周辺は、敷地が細分化されたうえに建築物

が密集し、空地や樹木がほとんどない状況で

す。また、道路は狭く、歩道がないうえに自

動車、歩行者、自転車が輻輳し、危険な状況

です。 

本事業の実施により、敷地内の空地の確

保、道路沿いのオープンスペースや樹木等の

創出、歩車分離した道路の整備等がなされ、

みどり豊かな潤いと安全性を兼ね備えた街

並みの実現が期待できます。 

また、共同化された建物に商業・業務施設

を集積し、生活に密着した行政サービス機能

を移設することで、駅前の魅力や利便性が向

上し、既存の商店街や公園等へつながるにぎ

わいが生まれると考えております。 
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くないと感じる。歩道のある道路、美観的

にも一体となった店舗等、新しい技術で石

神井の街を再興してほしい。 

68  若い世代に選ばれる街となるよう、再開

発で洗練された街に早くなってほしい。噂

の東京マガジンでは、若い世代は再開発に

前向きな意見を述べていたが、強く共感し

た。（他３件） 

69  西口が出来てからずい分長い月日が経つ

が、何時すっきりと整備が完了するのか。

周辺のどの道路も安心して歩けるようにな

っていない。進展を望む。 

70  将来を見据えて住んでいることを誇れる

新しい石神井公園南口を創成するために、

是非再開発事業を推進してほしい。 

71  緑豊かな石神井公園のある石神井は、自

由が丘や吉祥寺といった街と肩を並べるよ

うな可能性を秘めた街だと思っている。再

開発を契機に、街としての魅力が向上する

ことを期待している。（他１件） 

72  賛成。石神井のために。 

73  再開発事業でさらに街が綺麗になり安全

になるのなら、大賛成。 

74  駅前まちづくりに関するこの度の計画案

は良いと思う。 

75  商店街と新しいビルがうまく調和した街

に期待する。道路整備、石神井庁舎の更新、

商店街の無電柱化そして再開発ビルの新築

と、完成すれば街が一変する。楽しみ。 

76  再開発に賛成。現在の石神井公園駅周辺

に来る目的が限定的で、公園以外に街歩き

の要素が少ない。見て楽しい店舗も少なく、

小規模店が密集しすぎている。 

77  商店街や神社近辺が駅前としては、良く

ない環境だと思う。原案によると、街が一

体で良くなる様なので、それが解決されて

とても良いと思う。 

78  交通環境の安全、安心を確保するには、

道路の整備が必要で、その結果土地の有効

利用をするには、街の再開発は、是非行う

べき。そうすれば、素晴らしい街になり、

発展につながる。 

79  現在の商店街は老朽化し、火災、地震等

の危険大である。個人でビルを建設するこ

とは費用の点で困難で単独で作れば小ビル

連立となる。従って道路建設と再開発ビル

を同時にやることがベストと考える。 

80  石神井のまちや駅南口の権利者にとっ

て、火災や震災への備え(防災)、安全で快

適な歩車の分離、駅前低利用地の高度利用
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による街機能集積並びに広場や緑地空間の

創出を一体的に行える、道路と再開発の一

体的な街づくりは、駅南口西側にとって最

もふさわしい手法だと思う。 

81  これからの石神井公園の町の発展のため

には、再開発は不可欠で、社会の波に乗ら

ずに街が取り残されてしまう方が不安。 

82  テレビでこの再開発の特集をやっていた

が、反対している方に疑問を持ちました。

狭い日本、特に人口が密集する東京で土地

の高度利用化は当然に必要だと思う。 

2. 景観等に関すること 

1  再開発ビルが計画通りに実現すると石神

井の景観を阻害する。駅南の超高層化を先

導する再開発ビル計画の実現は、石神井の

景観に限りなく大きなダメージを与え、将

来の修復を困難にする。 

再開発事業を不透明化している張本人が

練馬区。練馬区景観計画による再開発ビル

計画の景観事前協議の２回目の部会での事

業採算に関する協議時間帯を傍聴不可とし

たのは、都市整備部の幹部である。 

2  再開発ビルの計画は私の家の直前に100

ｍの高さでそそり立つ。このビルの日陰と

なるのはもちろんだが、目の前に開けてい

た眺望を遮り、圧倒的な高さで迫ることで

さらに大きな脅威を感じる。 

3  再開発ビルの建設は現行地区計画や、景

観計画により担保された地域住民や駅利用

者の多くが日常的に享受してきた「景観利

益」を著しく侵害するものである。 

4  景観についても、既に２棟の高層ビルが

あるにも拘らず、さらに１棟建てることは、

区の基本的街づくりの根幹を揺るがすもの

ではないのか。 

5  景観の保全が重視されるべき。原案再開

発計画は、緑地保全の考え方に誤りがある。 

6  石神井公園からの景観を壊してまで、と

んでもない高さのビルが建設されることに

なったのか、結論ありきで説明がない。 

7  練馬区の価値は、高層ビル群やきらびや

かな商業施設でなく、広い空、低層住宅、

点在する農地、昔からある緑である。 

8  高さ制限を緩和することにより、石神井

公園南口西口駅前には合計５本の超高層ビ

ルが建設されることになる。石神井公園駅

前は都心のオフィース街なのか。新宿など

の超高層ビル街と同じまちづくりをする気

なのか。 

9  原案に示された駅前商業地区Ａにおいて

区は、駅前のような利便性の高い地域で

は、土地の高度利用により、多くの方が利用

する施設や、居住する住宅を集約するととも

に、道路やオープンスペースを整備するな

ど、土地の有効活用を図り、安全で快適なま

ちづくりを進めていくことが必要だと考え

ています。 

石神井公園駅の駅前商業地区についても、

建物が敷地いっぱいに建設され、空地やみど

りが少なく、歩行者の安全等が確保されてい

ないことから、空地等を確保し、みどりや歩

行者空間等の創出を誘導する必要がありま

す。 

そうしたことから、平成24年に決定した地

区計画では、土地の高度利用や有効利用の促

進を、地区計画の目標や土地利用の方針に定

めています。 

本再開発事業により、都市計画道路等やそ

れらに接した歩道状空地、樹木等、歩行者用

通路や商業施設等が整備されます。 

これらにより、広い道路空間や潤いやにぎ

わいのある歩行者空間等が創出され、現状を

踏まえると、事業区域周辺における景観の向

上が大いに期待されます。 

敷地周囲に空地を創出するために、その分

建物は高くなり、遠方から建物が見えるよう

になりますが、駅周辺の既存建築物と同程度

の高さまでに抑え、街並みの調和を図りま

す。 

再開発ビルの形態・意匠などについては、

今後も、練馬区景観計画の基準や、練馬区都

市計画審議会高度地区評価・景観部会におけ

る意見などを踏まえ、計画が石神井公園駅前

にふさわしいものになるよう、準備組合を指

導していきます。 

また、日影については、法令による制限の

範囲内で計画しておりますが、今後、建築計

画が固まり次第、近隣の皆様に説明するよ
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規制緩和が行われると駅南側の東西方向に

将来100ｍ級のビルが５棟立ち並ぶ可能性

が生じ、将来今までと全く異なった景観が

出現することになる。これは「景観計画」

で保護された景観に違反すると考えられる

ので原案には反対である。 

10  将来、100ｍ超えのマンションが乱立する

可能性のある変更案は石神井公園駅南口の

景観を著しく破壊し、認めるわけにはいか

ない。 

11  高層ビルが立ち並ぶまちはいらない。今

回の原案により、再開発ビルと並んで100ｍ

級のビルが立ち並び、駅南側に高層ビルの

壁が出現することを大変危惧している。 

12  マンションが林立するであろう石神井公

園駅周辺では青い空が見えにくくなる。 

13  緑豊かな自然をはぐくむ石神井公園にふ

さわしい街並みを大切にする願いがあった

からこそ、この高さ制限が決められたのだ

と思う。石神井公園駅界隈は人々の暮らし

をはぐくむ住宅地として低層であるべきで

超高層ビルはこれまでの在り方を否定する

ものではないか。 

14  石神井のまちは高さ無制限であるより

も、違和感のない適度な高さの街並みであ

ってほしい。一度高いビルを認めたら、も

との街並みには戻れない。ここで踏みとど

まらせるのが行政の仕事だと思う。 

15  この最高高さの変更は、同地区に複数の

高層ビル建設が可能になり、「地域の顔」ど

ころか、駅前周辺に単に高い壁（高層ビル）

の建設連鎖を導き、空も見えなくなり、徒

らに圧迫感だけを生じさせる。 

16  ピアレスとプラウドタワーがあり、空を

一部遮っているが、これ以上高い建物が林

立すれば、この景観価値は失われる。 

17  これ以上のいくつものビルが乱立するこ

とによる近隣住民にとってのストレスは計

り知れず、とても憂慮している。 

18  緑豊かな公園があり、城址があり、仏閣

もあり、商店街もある石神井駅南口が目指

すべきはビルが立ち並ぶ街ではなく、谷根

千的な町である。 

19  100ｍのビル群は、駅を南北どちらから望

んでも、壁のように立ちふさがり、空を覆

い、晴天の日さえも駅周辺の太陽の日差し

を奪い去る。 

スカイラインを、西武池袋線高架を挟ん

だ周辺地域において、高さ100ｍを許容する

理由は。 

う、準備組合を指導していきます。 
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 平成24年度以前にできたピアレスタワ

ー、直前に竣工したプラウドタワーは、変

更前の地区計画の例外に該当するので、

本来は高さ35ｍが地区計画のスカイライ

ンと認識。 

20  高さ100ｍを定める市街地再開発事業を

可能とすることは、「駅から公園に向かって

徐々に建築物の高さを抑えながらスカイラ

インを整える」という地区計画の「建築物

等の整備の方針」と矛盾し、「周辺の建築物

群のまちなみとの調和に配慮し、著しく突

出した高さの建築物は避ける」、「石神井公

園からの眺望の中で突出しないよう高さを

抑える」という景観形成基準と整合しない。

したがって、市街地再開発事業の決定をし

てはならない。 

21  石神井公園駅西口改札口前の北街区で前

面道路が極めて狭いのに【階高 100ｍ・階

数26建て超高層ビル】は、正に高い壁をつ

くるようなもので、圧迫感があり、景観上

や風害から言っても極めて良くない。 

3. 風環境に関すること 

1  今現在でも、駅前のビル風に悩んでいる

住民や駅利用者が多数いる。 

2  ビル風は歩行者の脅威となり歩いていて

楽しいまちの実現を妨げる。開発事業者に

よるビル風チェックだけでなく、行政も当

事者として自ら検証すべきである。 

3  風害などを含めて精査すれば、現存の住

環境が崩れることは明白である。 

4  区の説明では、新しい再開発ビルができ

ると、ビル風スポットは７倍に増えるとの

ことだが、ビル風の説明は何度聞いても納

得できない。 

5  この地区計画の変更と市街地再開発事業

により南口の駅周辺が強いビル風によって

通行しづらい地区に変わってしまうことに

大きな危惧を抱いている。 

この計画がもたらす重要なまちの環境変

化について、区自らがチェックし検証、検討

し、区民に知らせるべき。 

6  ビル風で悩まされることを知っている者

としては、100ｍの高さのビルが出来て影響

が少ないとは思えない。どうして区は、自

ら調査をしないのか。あるいは中立な立場

にある第三者機関に依頼するなど方法はあ

るのではないか。 

7  高層のビルは駅周辺にさらに強いビル風

を起こすだけでなく、石神井の住民だけで

なく、公園に散歩に来たり、ピアレスやエ

風環境については、関係法令による規制値

が設けられていないため、村上評価や風工学

研究所方式などの評価基準に基づき、影響を

評価する方法が、広く用いられています。 

本事業では、石神井測定局の風速データ

（過去６年間）に基づき、村上評価を用いて

コンピューターによるシミュレーションを

行っており、住宅街等で許容されるランク２

に収まる結果となっています。 

村上評価でいう「ランク２」とは、１日の

最大瞬間風速が10m/s（ごみが舞い上がる等）

を超える日が年間80日、15m/s（自転車が倒れ

る等）を超える日が年間13日、20m/s（風に吹

き飛ばされそうになる）を超える日が年間２

日以下となる風環境を指します。 

今後は、建築物や外構（植栽など）の詳細

計画の段階で検証するとともに、少しでも影

響を減らす工夫をし、地域の皆様にわかりや

すく説明するよう、準備組合を指導していき

ます。 
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ールに集う人々の視界をさえぎる、つまり

景観を奪う。 

8  今回の変更計画により100ｍの建物が連

なることになり、景観が損なわれ、風害が

心配される。 

9  ビルが乱立すれば、ビル間においてビル

風が生じ、周辺広域の住環境が改悪するこ

とに疑いの余地はない。 

10  ビル風の脅威を軽視しすぎている。もし

ビル風による事故が起きた場合、その責任

はだれがとるのか。 

11  現在でも駅再開発によるビル風により、

歩くのも間々ならない日々で、住民は大変

な思いをしている。 

12  将来、石神井公園南西口駅前は６ｍ幅の

狭い道路に沿って、100ｍ超えのマンション

が建ち並ぶ可能性がある。駅を出たら、目

の前に高層ビルの壁があり、空が見えず、

ビル風の通り抜ける道路になることは必至

である。 

13  ビル群によって生まれる強いビル風は、

お年寄りや幼い子供連れの家族にとっては

歩いて楽しい街並みどころか、緊張の走る

危険な街並みを作り出す。 

練馬区主催の説明会では、ビル建設推進

の主体である準備組合が作成した周辺環境

への影響(ビル風、日照日陰)についての検

証資料を、練馬区が配った。これでは練馬区

は中立であるのか、又、その検証結果は公正

で正しいものなのか疑いを持つ。 

ビル風について、高さ100ｍとしても安心

して暮らせる街づくりに問題なしとする理

由は。 

 ビル風についても、昨今多発する自然災

害を考えると想定外などとは言い訳でき

ない問題。その中で敢えて、高さを100ｍ

にしてリスクを増大させるのは何故。 

14  とくに風害は深刻。風にあおられ転倒怪

我という事故が増えることは明らか。 

15  高さが100ｍの建物を建てれば、ビル風等

の弊害が強まることは自明。許容できるか

否かは、住民の立場に立って判断されるべ

きだと思う。 

4. 日影に関すること 

1  高層ビルは駅前に大きな日陰を作り、ビ

ル風を発生させる、そうしたデメリット的

要素を説明会ではほとんど議論されていな

い。 

2  ビルによる日照の影響について、高さ100

ｍとしても問題なしとする理由は。 

一定規模以上の建築物を計画する際には、

敷地の周囲に日影を生じさせる時間が、法令

により制限されています。本事業により建設

される建築物についても、制限の範囲内で計

画しておりますが、今後、建築計画が固まり

次第、近隣の皆様に説明するよう、準備組合
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 日照については、従来から変更はないと

の練馬区の考えのようだが、自ら検証せ

ずに準備組合の資料を鵜呑みにしている

点で問題あり。 

 富士街道の北側の住宅地(石神井町４丁

目)の住民にその影響を正確に伝えてい

ない。 

 本件、計画変更について、石神井町４丁目

住民も含めた説明と対話、協議の実行を

求める。 

3  日陰の問題で、階数26建ての超高層ビル

で午前中都営団地はその影響が大である。 

を指導していきます。 

5. 防災性の向上に関すること 

1  店舗は老朽化した建物が密集しており、

防災性に問題が有り、石神井公園の風情や

みどりが感じられない街となっている為、

近代的でセンスの良い駅前にしてほしい。 

2  防災地域を増やし、232号線の整備を推進

し、再開発事業により、劣化した建物の集

約化と更新が可能になる。 

3  技術も進んでいるはずで、しっかり防災

をした最新のビルを建設して欲しい。 

4  当地区は、築年数が一定以上経過した建

物が多く、個別に建替えを行うにしても限

界がある。駅前がペンシルビルの散在する

雑多な空間では、防災・交通・防犯上いま

いち。よって、共同で建て替えを行う再開

発事業を進めることに賛成。（他２件） 

5  再開発で免震性、制振性のある建物がで

きれば、将来にわたり安心した生活が送れ

ると思う。大規模な地震時には、あちこち

で火災が多発すると考えられ、再開発事業

で火災に強い建物にしていただくことで火

災の延焼を防げると思う。（他４件） 

6  何時起きるか分からない直下型地震、又

防災、防犯等整備して戴きたい所が沢山あ

ると思う。将来子供達が安心して生活が出

来る様な町が出来るのではないかと期待し

ている。（他４件） 

7  今の駅前はごちゃごちゃし、防災、防犯

上に問題があり、新しく建物を集約し、ス

ッキリさせる計画は非常に良いと思うの

で、早期に事業を完成させることを望む。 

8  現状の南口は、防災の観点から問題が多

く、地震や火災などの際、被害が拡大する

と思われる。再開発を契機に少しでも安全

安心を確保してほしい。 

9  今後大型の地震が来ることが想定される

ので、駅前に災害に強い建物が出来てくれ

ると安心。 

石神井公園駅南口西地区では、老朽化した

建物も複数あり、震災時に、建物の倒壊や火

災の発生が強く懸念され、防災上、大きな課

題があります。事業完了後は、耐震化・不燃

化された建築物が整備されるとともに、都市

計画道路の整備やオープンスペースの創出

により、地域の防災性向上にも寄与するもの

と考えます。 

また、再開発ビルは、大規模災害時におけ

る建築物の自立性の確保が求められること

から、自家発電設備や防災備蓄倉庫等を整備

することになります。 
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10  再開発事業で共同建替え、耐震性、防火

性に優れたビルになり、将来にわたり、安

心して住まえる街になることを希望する。 

11  大規模な地震時には、あちこちで火災が

多発すると考えられ、再開発事業で火災に

強い建物にしていただくことで火災の延焼

を防げると思う。 

12  現在、南口西地区には、古い建物が密集

し、防災面や安全面、耐震性にも懸念が生

じている。有効な高度利用により広場や緑

地空間を創り出すことによって、地域防災

の拠点となり、かつ人々が集まる賑わいの

拠点となるような再開発ビルを早急に整備

してほしい。(他１件) 

13  老朽化した建物が多いこの地区で、災害

が発生した場合の避難場所が小学校となっ

ているが、避難生活を考えると、震災に強

いマンションを建築していただき、そこに

とどまることも考えていかないといけない

と思う。（他２件） 

14  地震や火災が起きたらとても危険な大変

なことになる場所地域。232号線の富士街道

までの整備と再開発事業は新型コロナウイ

ルスの影響下にあっても必要性が高いと思

うので、都市計画決定後は早期にいい街づ

くりを進めてほしい。 

15  再開発により、道路や広場が整備されて、

耐震性の高い建物に建替えられれば、安心

して暮らし続けられるまちになる。 

16  特に南口西地区の道路が狭く危険で建物

も古く災害時に火災が発生した時、街が相

当なダメージを受けると思う。災害に備え

るべきである。 

17  最近は、駅周辺が整理されてきたが、駅

から南口に出たところから商店街全体に、

車と人が往来して通行に危ない現状であ

り、火災など何かあった際には、大変危険

であると感じる。今回道路が新しくできる

ことにより、救急車や消防車などレスキュ

ーの車も入りやすくなり、避難も含めて、

人の安全・安心が確保されると思う。 

18  現状の南口は、防災の観点から問題が多

いと思う。狭く通行者の多い道路や、歩行

者と車が分離されておらず日常的に危険な

道路があり、地震や火災などの際、被害が

拡大すると思う。（他２件） 

19  駅周辺は道路も狭く、緊急車両が通れな

いところも多々あり、心配している。歩道

の整備や空地をつくり大泉学園の再開発の

ようにきれいになってほしい。（他５件） 
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20  頻繁に起こる震災を考慮すると、今の街

区のまま放置することなく、防災に強い新

たな拠点の設置は急務と思う。 

6. 権利者の生活再建に関すること 

1  仮に補助232号線を主とした道路整備だ

けが進むと、取り残された建物や再建築が

できずに生活再建がままならない権利者が

生じる懸念がある。道路整備とともにこの

再開発事業の早急な実現を強く望む。 

2  再開発事業を行わずに道路建設だけ実行

すると、半端な形状の土地が多く残され、

石神井の魅力が減少すると共に、生活の再

建が困難な方も生まれるため、道路の建設

だけでなく同時に再開発事業も進めてほし

い。 

3  長年、232号線の整備が進まない為に、建

物の建て替えができず、機能更新が止まっ

てしまった。逆に道路整備をきっかけにし

た、再開発事業で土地の整理をし、有効活

用をするのは街にとってチャンスだ。 

4  再開発事業では権利者の生活再建が大事

かと思う。道路整備により街の分断の阻止

や道路にかかる権利者の生活再建のために

行う再開発であることを今一度思い出して

ほしい。 

5  南口の西側は古くからの道路計画の影響

で建て替えが進まず、旧態依然で残念な状

態。今回、道路整備と一体的にビルを建て

る再開発事業が進めば、関係する権利者の

方々も肩の荷が下りる。（他１件） 

6  道路予定の地権者は建物の老朽化が進ん

でも建て替えもできず大変困っている。１

日でも早い再開発事業の進捗を望む。 

7  一部自分のことしか考えていない住民の

ために、都市計画道路にかかって本当に困

っている人や狭い道路に不便を感じている

人が不利益を被るのはおかしいと思う。 

市街地再開発事業の最大の特徴は、土地の

有効利用を図りながら、道路やオープンスペ

ースを創出するとともに、地区内に権利をお

持ちの方が、事業完了後も、引き続き、居住

や営業できる点です。 

本再開発事業は、都市計画道路の計画線外

の権利者の皆様が、計画線に掛かる権利者の

敷地を含めて事業区域とすることで、石神井

の地で、共に居住や業務を続けられるように

なることを念頭に検討を開始したものです。 

地域の皆様からは、早期事業化を望む意見

を頂いていることから、今後も、事業実施に

向けて取り組んでいきます。 

8  税金で神社を造ることが通れば、他の宗

教の支援も税金で可能になるということな

のか。 

本再開発事業では、事業区域内の敷地や建

物などの従前資産を評価し、それに相当する

権利を従後の資産に変換する「権利変換」と

いう方式を用います。神社は、権利変換を受

ける一権利者であり、宗教活動への公金によ

る支援を受ける訳ではありません。 

7. 石神井庁舎移転・跡地活用に関すること 

1  石神井庁舎の建て替えについては、具体

的な議論や計画があるという区の説明を聞

いたことがない。その状況で、再開発事業

計画のビルに30億円もの支出をすることは

誰が、いつ、どうやって決めたのか。 

石神井庁舎は建築後50年が経過しており、

今後、有効利用に向けて改築等の方向性を定

める必要があります。 

庁舎の改築等を現敷地で検討する上では、

仮移転等に係る費用の縮減や、施設の一時閉
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2  その高層ビルの３フロアを練馬区が多額

の税金を投入して購入するという事にも大

きな疑問を抱いている。老朽化した石神井

庁舎を今現在ある場所に建て替えるだけで

は、不十分なのか。 

3  再開発ビルの駅舎により眺望が遮られ、

マンションとして販売できない部分に庁舎

が入るというデベロッパー目線での計画に

見える。石神井庁舎は現在の位置で建て替

えるべき。 

4  当該北街区で、３～５階に公益施設を入

れる計画になっているが、練馬区の長期計

画では石神井庁舎に纏めて区民の利便性を

高めて集約するとなっており、既存計画と

大きく矛盾する。 

鎖による区民サービス低下など、様々な課題

に対応しながら取り組む必要があります。 

そこで、仮移転によらず、行政機能を維持

しながら、区民利便性の向上を図るため、駅

直近の本事業で整備される再開発ビルに、生

活に密着した行政サービスの一部を移設す

る方向で検討しているものです。 

「練馬区公共施設等総合管理計画〔実施計

画〕」では、再開発ビルへ移転する機能につい

て、令和２年度に「決定」としていますので、

今後、区民の皆様にお示ししていく予定で

す。 

庁舎跡施設または跡地の利用方法につい

ても、移転に併せて検討していく予定です。 

5  庁舎跡地や隣接している区有地やＪＡ跡

地等をまとめて有効活用して、街の活性化

につなげてほしい。 

6  再開発ビルに庁舎の機能が一部移転する

と聞いた。石神井庁舎は駅から少し歩くた

め不便さを感じていたので、駅前にできる

ことは大いに賛成。（他１件） 

7  再開発ビルに石神井庁舎の機能が移ると

聞いた。現在の建物はかなり古く、使い勝

手も良くないと感じていた。早くできるこ

とを希望する。（他１件） 

8  石神井庁舎が再開発ビル内に入ること

は、地元としても便利で、防災に対しても

良い考えだ。 

9  再開発事業では、石神井庁舎の機能が一

部移転されるとのことである。駅に近くな

り、耐震性能の高い建物となることで利便

性や安全性の向上が期待される。現在の石

神井庁舎は老朽化しており、近い将来に起

きる可能性の高い首都直下地震の発生時な

ど心配である。明るく使いやすい区民の誇

れる建物となってほしい。ぜひ早期に再開

発事業を実現してほしい。（他１件） 

石神井庁舎は、各種行政機能が集積してい

るのに加え、本庁舎とならび、他の区民事務

所で取り扱えない業務を行っていることか

ら、区西部地域の多くの方が利用しているた

め、駅前へ移転することで、区民の利便性向

上を図ります。 

移転する機能については、区民事務所や福

祉事務所など、生活に密着した行政サービス

機能を検討しており、今後決定していく予定

です。事業完了後は、耐震化・不燃化された

建築物が整備されるとともに、都市計画道路

の整備やオープンスペースの創出により、地

域の防災性向上にも寄与するものと考えま

す。 

庁舎跡施設または跡地の利用方法につい

ても、移転に併せて検討していく予定です。 

 

8. 商店街に関すること 

1  道路が整備されることで人も車も快適に

移動ができ、商店街も含めて街が活性化さ

れることを望む。 

2  若者が集まるような商店街にすることで

石神井公園が活気づく。 

3  商店や区施設の集積により、街の活性化

を促してほしい。石神井公園駅の南側商店

街は、古い、危険、魅力がない。早々に、

道路整備や、開発で街を良くしないと活気

の無いただ古い街になってしまう。 

4  現在の商店街にあまり魅力的な店舗がな

現在、再開発事業の区域内およびその周辺

は、敷地が細分化されたうえに建築物が密集

し、空地や樹木がほとんどない状況です。ま

た、道路は狭く、歩道がないうえに自動車、

歩行者、自転車が輻輳し、危険な状況です。 

本再開発事業の実施により、敷地内の空地

の確保、道路沿いのオープンスペースやみど

りの創出、歩車分離した道路の整備等がなさ

れ、みどり豊かな潤いと安全性を兼ね備えた

街並みの実現が期待できます。 

また、共同化された建物に商業・業務施設
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い。街が変わる機会に店舗のバリエーショ

ンを多様化し街を活性化してもらいたい。 

5  現在の南口駅前は古くさく、時代遅れな

街となっている。個人商店や旧商店を賃貸

としてチェーン店に貸してしまっている商

店街となってしまい、建物更新もほとんど

されていない。安全なまちづくりが必要。 

6  石神井によく行くが、急行が止まる駅に

しては活気が無い。道路を作り、再開発を

きっかけに商店街に活気が出れば良いと思

う。 

7  急行準急停車駅なのに、活気に欠けてい

る。特に南側の商店街は古く、魅力が無い。

再開発をきっかけに活気有る街になってほ

しい。 

8  駅北口に比べ石神井公園駅南口は、古く

から商店街があったが、近年一向に魅力的

な店が増えずに活力が低下してしまった。

何とか活気の有る街を復活させるにも232

号線の整備と再開発事業をセットにした

「まちづくり」が必要である。 

9  綺麗なビルと、バスも人も通る雑然とし

た商店街は、非常に格差がある。古い物は

朽ちていくのは仕方が無いことなので、再

開発で新たに、統一感のある美しい街を形

成してほしいと、住民として切に願う。 

10  駅から公園方面へ行く場合、商店街は道

が狭く歩道が無いので、新しくできた132号

線を利用する人が多くなったと感じてい

る。このままだとただでさえシャビーな商

店街はますます衰退すると思う。 

11  南口は車の往来があり歩きにくく、商店

街にも活気がなく、残念な気持ちになった。

南口駅前にも再開発ビルの計画があると聞

き、石神井公園に行くまでの玄関でもある

ので、ぜひ再開発を契機に街が発展してほ

しい。 

12  石神井公園の街にとっても、地元の人が

たくさん買物をしてくれることは望ましい

ことと思う。 

13  再開発を早期に進めてほしい。新型コロ

ナウイルスで、マスクに除菌にと大変負担

の多い日々になっている。当然衛生面が今

まで以上に気がかりだが、石神井公園北口

から商店街は、バスも人も雑多で店先も乱

雑で、不衛生感がたまらない。商店街に行

かなくても困らないが、そういう場所が混

在しているのは、コロナも終息が見えない

今、１日でも早く改善して欲しいと思う。

災害や安全を備えた、最新の開発を進めて

を集積し、生活に密着した行政サービス機能

を移設することで、駅前の魅力や利便性が向

上し、既存の商店街や公園等へつながるにぎ

わいが生まれると考えております。 

更に、現在の計画と同様の機能と空間の確

保、商店街の特色を生み出す街並み整備計画

の策定、商店街通りの無電柱化を行うこと

で、駅・商店街・石神井公園が一体となった、

魅力あふれるまちの実現を目指します。 
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ほしい。 

14  南側商店街の復活を期待する。駅南側の

商店街は、バス、車、歩行者、自転車が通

り、電柱や街灯が林立しており、古さを感

じているが、計画ではこれらの事が一気に

解決できる素晴らしい案だと思う。 

15  商店街を整理して欲しい。石神井公園に

続く商店街は、駅に続く道として人の通り

は多いが、自転車も車も多い。いつも注意

して歩いているが、危ない思いをすること

は何度もある。店舗も安いチェーン店か古

い店しかなく、ドラッグストア以外には、

わざわざ買物をする気持ちにならない。計

画で、電柱を無くす予定もあるようだし、 

道路ができるとなれば、道幅も広くなり歩

道も確保されるだろう。コロナ禍で生活も

変わり、清潔感のある店舗でなければ、人

は集まらない。道路の改善と共に、早期に

商店街を整理して、安全で綺麗な街にして

欲しい。 

16  商店街を通るバス通りは自転車、歩行者

ともに危険な通りとなっている。商店街の

活性化も含め是非現在進行中である再開発

事業を推進してほしい。 

17  商店街に通じる駅西口、南側は現状では

駅前と認識しづらく、歩行者が安心して往

来できる状態ではないので、再開発により

商店街が活性化し、公園につながる住環境

もよくなることを期待する。 

18  商店街は窮屈で狭く、歩きにくく危険が

多い。魅力的な店も少ない。今回の案はこ

れらの課題をいっぺんに解決してくれそう

で、良い案だと思う。 

9. 学校等に関すること 

1  新しい住民が急増することにより、保育

園・幼稚園や小学校の良好な保育学習環境

が守りにくくなることはないか。 

2  新しいマンションに住む小学生たちの学

区域は光和小学校だが、今でも生徒数が多

いのにどうなるのか。 

3  上下水道・電気・ガス等基本的インフラ

整備、小中学校・保育施設・災害時の避難

場所等公共施設の充実を図らねばならない

と考えるが、それに関する説明が全くない。 

再開発事業の計画内容については、教育委

員会との情報共有を行ってきました。今後

も、建築計画の詳細検討など事業の進捗にあ

わせて、適時、情報共有を行い必要な対応を

図っていきます。 

10. 再開発ビルに関すること 

1  今回高さが変更されて100ｍを切るビル

になる原案になったのは、大変残念だ。 

2  既に高いビルが近くに建設されているに

もかかわらず、新しいビルを低くするとい

素案説明会で頂いたご意見を踏まえ、より

地区にふさわしい計画とするため、北街区の

壁面の位置の制限について、駅側を広く確保

しました。 
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うのは、いかがなものか。 

3  説明会などでビルの高さや風について、

道路ができることによる街の分断など質問

があるたびに、準備組合は創意工夫をして

計画の変更を行っていると思う。 

4  再開発ビルは100ｍ程度の高さになると

聞いた。すでにピアレスやプラウドタワー

が建っているので何ら問題はないと思う。 

5  ビルの高さもピアレスやプラウドタワー

とさほど高さが変わらないのに、なぜ反対

の意見が多く出るのか疑問を感じる。（他１

件） 

6  駅周辺には既に100ｍを超える再開発ビ

ルのピアレスや90ｍ以上のプラウドタワー

が既に建っており、南口の再開発ビルは突

出した存在と言えないと思う。地区計画

云々というが、空地が十分に取れない狭小

な敷地でペンシルビルの乱立を規制するも

ので、まちの発展の足かせをはめる条例で

はないと考える。 

7  素案では、ビルの高さが103ｍだったが、

何故100ｍになったのか残念。どうせ再開発

をするなら、練馬区で１番の高さで防災力

も高いビルを造っても良いと思う。 

そのことにより、建物高さについても再考

することとなり、事業性を確保しつつ、駅周

辺の建物のスカイラインを統一することを

念頭に、北口地区で先行して実施された市街

地再開発事業の建築物と、富士街道沿いの既

存建築物の間の高さで計画しました。 

8  南ゾーンのビルはかなり低層なので、も

う少し高いビルは建設できないのか。 

南街区は、駅前商業地区Ｂに立地し、敷地

面積もそれほど大きくないことから、高さ35

ｍの範囲で建物を検討しています。連接する

店舗と規模を合わせることで、商店街の連続

性を確保するとともに、公園へとつながるに

ぎわいの創出に寄与すると考えています。 

9  再開発のビルには、ぜひオシャレな店舗

を入れてほしい。石神井公園は有名である

のにセンスの良いイメージが持たれないの

は、イメージを上げるショップがないから

だと思う。 

10  北側の商業施設にどのようなお店が入る

か早く知りたい。 

11  西武線沿線にないような店が早く新しい

ビルに入れば、駅周辺ももっと賑わい商店

街が活性化すると思う。 

12  再開発事業のビルに入る店舗を工夫して

ほしい。 

13  再開発で出来るビルは、マンションにな

ると聞いているが、何戸くらいか。 

14  再開発のビルに入る店舗はいつ決まるの

か。評価の高い人気店の支店など、味に定

評のある美味しい飲食店に多く入って欲し

い。 

15  再開発の南側のビルには、何が入る予定

か。商店街の活性化に繋がるような、人を

本再開発事業では、事業区域内の敷地や建

物などの従前資産を評価し、それに相当する

権利を従後の資産に変換する「権利変換」と

いう方式を用います。 

この方式では、現在、権利をお持ちの方々

が、新たに整備される再開発ビルで、引き続

き、居住や営業を続けるかを選択していただ

き、その後、保留床に対して、新たな店舗等

の導入を検討していきます。 

マンションの戸数や店舗の詳細について

は、今後、準備組合が考えていきますが、テ

ナント等の選定にあたっては、周辺の商店街

との連携や、地域のニーズなどを踏まえ、ま

ちのにぎわいの創出につながるような店舗

等の導入を検討するよう、準備組合を指導し

ていきます。 
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呼べるイメージの良い店舗にして欲しい。 

16  今の商店街はお店の内容が充実していな

いので、ぜひ新しく人気のある店舗などを

入れてほしい。 

17  今の商店街を含め、石神井公園駅には特

に行きたいお店がない。新しいビルのお店

は綺麗ですが、商店街は清潔感がない。再

開発のビルには、池袋まで出なくても買い

物が楽しくなるお店をぜひ入れてほしい。 

18  事業として、広い道路が通り、新しく清

潔なビルが建てられることにとても期待し

ている。１日も早く実行して安全な石神井

の街にしてほしい。 

19  良質で衛生的な店舗の参入に期待。 

20  再開発により新しい店舗を導入して、吉

祥寺のように外から人を呼び込めるような

個性的で活気ある街づくりを望む。 

21  再開発によって出来る建物に魅力的なお

店が出来ることを期待する。 

22  再開発事業によって、平日のランチタイ

ムが楽しみになるような多様な飲食店や、

休日にも家族で訪れたくなるような話題性

のある店舗の誘致をしてほしい。 

23  再開発ビルの商業店舗も期待している。 

24  図面を見ると、駅から一体になって街が

造られるようなので、街のイメージを上げ

るような良質なテナントを選び、購買意欲

の湧く魅力有る商店街を作ってほしい。 

25  再開発により若い人が集まってくるよう

なすてきな町になる様希望する。もっと物

販店が出来て欲しい。 

26  駅南側にはほとんど行かないので、新店

舗が出来れば、行く機会も増えると思う。 

27  再開発にいろいろな店舗を入れてほし

い。 

28  再開発が行われることに賛成ですが、ビ

ルの詳しい説明を聞きたい。便利で利用価

値の高い複合ビルを建設してほしい。 

29  北ゾーンのビルは何戸のマンションが入

る予定か。 

30  再開発事業により、お洒落で魅力的な店

舗が入ることを楽しみにしている。 

31  石神井の街に魅力を感じ、再開発ビルの

購入を希望している。 

32  再開発ビルは、間違いなく石神井公園駅

南口の顔、シンボルになると思う。 

33  再開発のビルも綺麗で明るい建物が出来

るのを楽しみにしている。 

34  再開発ビル内に来庁される車、自転車置

場は有るのか。駅から少し離れた人々にも

現在、駐車場・駐輪場の位置については、

北街区１階西側および地下に予定されてい
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利便性の高い設備が備えてあれば、長期的

に人が集まる街となり、結果、活気の溢れ

る街となる。（他１件） 

ます。 

今後、建築物の詳細検討の中で決定してい

く予定です。 

11. 事業の進め方に関すること 

1  石神井公園駅西口改札口にあるビルは、

既に新ビルが完成して営業中なのに、何故

計画変更をしなかったのか納得が行かな

い。この既存ビルを外した計画に変更出来

ないのか。 

区は、駅舎の改修に伴い開設した、駅西口

という新たな玄関口において再開発事業を

実施した場合、現在の区域で事業を実施する

ことが、まちづくりとして望ましいと考えて

います。今後も、権利者の皆様に、事業実施

へのご理解が得られるよう、取り組んでいき

ます。 

2  事業の進め方に大きな問題がある。準備

組合は、一部の権利者を除外したままの計

画策定や反対意見者に対する不快な行動を

するなど、協力してまちづくりを進めよう

という姿勢が見られない。 

また準備組合を指導すべき立場の練馬区

は一方的に準備組合に加担するなど、公平

性が欠落し、議会委員会の場でも準備組合

側に立った答弁をするなど行政にあるまじ

き行動で、問題が多い。 

3  準備組合を指導するべき立場にある練馬

区が一方的に準備組合に加担するような姿

勢で公平性を欠き、問題を不透明化するな

ど事態をこじらせている。 

再開発計画地の地権者には、当初からこ

の計画について全く知らされていなかった

方がいる。反対意見者とも話し合い協力し

ながらよりよい街づくりを進めようという

姿勢が欠如していたのではないか。 

4  区は準備組合に対し、「都市計画決定へ向

け関係法令の手続きを推進し、各種調査費

に対する補助金を予算化する」等と、既に、

全てが決定されているかのような発言を

し、それに対し、準備組合からは「推進し

てくれてありがとうございます」との返事

がある有様では、到底、区が、公平・中立

の立場で動いているとは考えられない。 

5  当初から反対している地権者を準備組合

に加えることなく、反対している地権者の

意向を全く無視し、その土地をも含めた再

開発案を作ってしまった。 

市街地再開発事業は、都市計画道路の整備

と併せて、個々の建物の共同化・不燃化によ

り防災性を高め、また、立地の利便性をいか

した施設の整備が期待できる事業です。 

本再開発事業を予定している区域内に権

利をお持ちの方々に対しては、等しく事業の

意義や効果について、丁寧に説明をしていま

す。事業実施へのご理解に至っていない方に

対しては、とりわけ丁寧に説明をしていま

す。 

また、地域の皆様に対しても、石神井公園

駅周辺地区まちづくり懇談会、市街地再開発

事業検討状況報告会、補助132号線周辺地区

まちづくり意見交換会、街並み整備勉強会を

それぞれ複数回実施した後、都市計画素案説

明会を開催するとともに、町会・商店会の会

合や戸別訪問などにより、関係権利者や地域

の皆様のご意見を伺い、今回、都市計画原案

説明会を開催しました。 

今後も、関係権利者や地域の皆様のご意見

を伺いながら、事業実施に向けて取り組んで

いきます。 

6  人々から愛されている街を、特定のデベ

ロッパーの儲けのために破壊し、しかも多

額の税金を投入するなんてとんでもない。 

7  この再開発で利益を得るのは、建設会社

と少数の地主だけではないか。 

住民には役に立たない道路を通し、建設

業者の利益のみを重視した高層ビルを建て

るこんな再開発事業に強く反対する。 

市街地再開発事業は、複数の権利者が共同

して行う事業であり、調査・計画などの費用

が多く掛かり、建物の除却費用や補償費など

も必要となります。また、空地を十分に確保

することなども求められており、個人による

建設に比べて必ずしも採算性は良くありま

せん。 

一方で、狭小敷地の共同化や空地を設ける
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8  専門家の試算によれば、現行地区計画の

高さ制限以内でも計画は可能であると聞い

た。デベロッパーの利益を最大限優先して

いるといわざるを得ない。 

9  いったい誰のためにこの100ｍ超の高層

マンションが建てられるのか。 

10  ディベロッパーの採算第一主義に反対。 

11  総事業費190億円といわれる再開発には

多額の公的資金が投入されるにも拘らず、

多大な開発利益は一部の私的な事業者にも

たらされるのみ。民間の事業者のためでは

なく多くの区民のために良好な環境を整備

するという原点に立ち返ってほしい。 

12  高さ制限など現行の地区計画を無視し、

いきなり100ｍの案を区が認めるのはなぜ

なのか。区の担当者の説明ではこの高さに

しなければ事業採算が合わないからだとい

う。これでは再開発は誰のためなのか。一

部の地権者と開発業者の利益が最優先さ

れ、住民の意思は無視されている。 

13  デベロッパーはマンション切り売りでお

仕舞い、再開発組合員は権利変換で一定の

利益を享受する。 

14  出来る限り高さを高くして利益を極大化

したい民間業者に対して、行政がふたつ返

事で呼応しようとしている現況には疑問を

持たざるを得ない。 

15  巨額の公金を投入する事業であり、その

使途の適否は非常に重要である。事業費用

と収支のデータを公表し、議会以外も含め

て第三者の検証を受けるべきである。 

ことにより、地区の防災上・交通上の課題を

解決し、安全・安心でにぎわいのある快適な

まちの実現を目指す、公共性の高い事業で

す。 

そこで、事業促進のため、国や地方公共団

体は、要綱の規定により、事業に要する費用

の一部を助成出来ることになっています。 

また、建築物の建設や保留床処分を担うゼ

ネコンやデベロッパーについては、個人が共

同して行う困難な事業を安全に円滑に進め

るために欠くことのできないパートナーと

なります。 

16  早く再開発をし、道路事情を良くしてほ

しい。 

17  速やかに再開発事業が完成することを希

望する。（他14件） 

18  今回の都市計画が実行されれば、なおい

っそうすばらしい町になると思う。ぜひ早

く実行して貰いたい。 

19  再開発事業と道路をつくることは賛成だ

が、もっとスピーディに進めて欲しい。 

20  再開発、道路整備も早く進めてほしい。

駅南側の街が整備されず、活気が無い街に

なってしまう危惧がある。早く計画を実行

に移してほしい。 

21  長年懸案の道路事業や再開発が行われる

ことになり、街が新しく良くなると思って

いるが、進行具合が遅いと感じる。 

22  この計画を早く実現するべき。せっかく

の動きを無駄にするべきではない。早く実

行を願っている。 

本再開発事業は、都市計画道路の計画線外

の権利者の皆様が、計画線に掛かる権利者の

敷地を含めて事業区域とすることで、石神井

の地で、共に居住や業務を続けられるように

なることを念頭に検討を開始したものです。 

計画線に敷地や建物が掛かる権利者には

「優先整備路線に位置づけられても、いつ事

業に着手するか判然としないため、既存建物

を修繕していいかどうからない」との意見を

お持ちの方が多く、一日も早い事業化を望ん

でいます。 

また、これまで開催してきた説明会等で

も、市街地再開発事業や補助232号線の南口

交通広場先から富士街道までの区間（以下

「Ⅰ-２期区間」という。）の、早期事業化を

望む地域の方々のご意見を頂いています。 

石神井公園駅周辺については、連続立体交

差事業や周辺の都市計画道路の整備に併せ
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23  石神井の発展と歩行者の安全の為にも早

く事業を進めてほしい。 

24  再開発を契機に少しでも安全安心を確保

してほしいので、早急に進めてほしい。 

25  一刻も早く再開発事業をすることによ

り、今まで以上に町が活性化することを心

より願う。 

26  早期の都市計画決定をお願いする。出来

るだけ早く石神井の町が美しく便利になる

よう進めてほしい。 

27  早急に232号線の整備を進めてほしい。 

28  計画を予定通り進めてほしい。建物の補

修、修繕を行うかどうか判断する必要があ

り、計画が遅延してしまうと、資金繰り等

にも影響してしまう。 

29  石神井公園駅周辺は市街地再編の機運が

高まり、再開発地域の権利者が約９割同意

しているので早急に事業を進めるべき。 

30  説明会では同じような意見ばかり主張さ

れていて、意見が出しつくされたように思

えるので、早期に進めてほしい。 

31  速やかに再開発事業と232号線の開通を

進めてほしい。 

32  半世紀以上前の道路計画が動きだそうと

しているが、やはり、スピードに欠けてお

り、街の方々も高齢化が進んでいるのでは

ないか。何よりもスピード感をもって実行

してほしい。 

て、まちづくりが大きく進んできました。区

は、残された駅南口のまちづくりを進めるこ

とが重要と考えていることから、市街地再開

発事業や補助232号線Ⅰ-２期区間について、

一日も早い事業着手に向けて取り組んでい

きます。 

12. その他 

1  道路、交通環境、防災対策がほぼ未整備

となっており、この度の駅南地区地区計画

や再開発事業によって、地域拠点としての

機能を高めることができ、これらの状況を

打開できる都市計画案だと思う。 

2  区西部の地域拠点として充実した機能を

高めてほしい。 

3  区西部地域の拠点活性化を早急に実現し

てほしい。 

平成27年12月に改定した練馬区都市計画

マスタープランでは、石神井公園駅周辺を

「地域拠点」と位置付けています。 

地域拠点は、地域における活動と交流の中

心であり、区民生活の豊かさを実現する地域

の中心的な役割を果たします。交通網の充実

とともに、生活利便性の高い駅前空間の整備

を進めます。地区の状況に合わせた土地の高

度利用、適切な土地利用を進めます。文化施

設などの充実により、個性を生かした魅力あ

る拠点としての機能を高めます。地域の「顔」

としてふさわしい、魅力ある都市空間を形成

します。 

III. その他 

1. 都市計画道路等に関すること 

1  道路や大型マンションは、今、この時期

に必要なのか。十分に検討してほしい。 

2  大型道路と超高層ビルに囲まれた現在の

まちづくり計画を、すぐに中止すべき。 

3  練馬区は232号線が通せれば、何でもいい

都内の都市計画道路は、おおむね10年ごと

に必要性の検証を行っており、平成28年３月

に策定した「東京における都市計画道路の整

備方針（第四次事業化計画）」（以下「第四次

事業化計画」という。）では、未整備の都市計
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ということではないのか。 

駅の北側には富士街道があるにもかかわ

らず、このような大型道路が駅の南側に本

当に必要なのか。子どもたちや高齢者にと

って非常に危険なまちになる。 

4  駅前に幅16ｍもの大型道路を誘導すると

いう計画は50年以上前、昭和41年（1966年）

に建てられたものと聞いており、見直すべ

き計画だと思う。駅前にたくさんの車が通

過するのでは、人々の往来は不便不自由で

本末転倒ではないか。 

5  高度経済成長期に計画された232号線を

人口減少期の現在に建設するなど合理的な

根拠も認められないまま強引に進めようと

している。 

6  練馬区は防災性を根拠にその必要性を唱

えているが、果たして幅16ｍという、駅を

南北に分断するような、そこまで大きな道

路が本当に必要か。 

画道路を対象に路線ごとの必要性を確認し

ています。補助232号線Ⅰ-２期区間について

は、第四次事業化計画において、優先的に整

備する路線として選定しています。 

石神井公園駅南地区では、商店街通りの路

上において、歩行者・自転車・車が輻輳して

おり、常に接触事故の危険があるとともに、

緊急車両の通行などに課題があります。 

補助232号線Ⅰ-２期区間の整備により、安

全で潤いのある歩道を整備するとともに、駅

周辺の道路ネットワークを形成することで、

交通結節点である石神井公園駅へ、多方面か

らのアクセスが可能となります。 

交通環境等の改善については、広く多くの

方からも早期の実現を望むご意見を頂いて

いることから、今後も、丁寧な合意形成を図

りながら、早期整備に向けて取り組んでいき

ます。 

7  多くの人が利用する駅前に、幅16ｍもの

幹線道路は誰のために作るのか。車は通過

するだけで、周辺の住民は、騒音と危険と

空気汚染にさらされ何の恩恵も受けない。 

8  練馬区の道路計画は、ピントがずれてい

る。大泉二中を横断する道路など、誰のた

めのものか。 

9  補助232号線の整備は、駅前に通過交通を

呼び込むだけで、地元にとって何の利益も

もたらさない道路建設には反対。 

10  232号線は私たちの商売の足を引っ張り、

その232号線建設と一体の再開発事業はビ

ル風という災厄をもたらす。 

補助232号線Ⅰ-２期区間の整備により、商

店街や住宅街への通過車両の進入を抑制す

ることで、歩行者の安全性を確保し、安心し

て買物などができるまちの実現を目指して

います。 

11  16ｍ幅の道路になれば、当然、通過車両

が混入し、騒音・振動・危険が増えること

に疑いの余地はない。 

信号はどうなっているのか。未曽有の超

高齢化社会を迎える日本にとって、このよ

うな幅の道路は老人の横断リスクを高める

だけであり、中長期的な将来像を鑑みると

必要とは考えにくい。 

12  大型道路は車優先のもので、人々の動線

を阻害して街を分断するものになる。 

13  駅前に２万台もの交通量が予想される道

路を作れば石神井公園駅が南北に分断され

てしまうし、お年寄りや乳幼児を連れた人

にとっては横断が困難で危険になる。 

14  ビルの足元に延びる幅16ｍの片側２車線

道路は駅前と公園を大きく分断する結果し

かもたらさない。 

15  この道路計画は現在の石神井のまちとコ

補助232号線は、片側１車線の相互通行の

車道の他に、歩道やみどりの整備により、安

全で潤いのある空間を創出し、駅周辺の道路

ネットワークを形成する道路です。また、無

電柱化により、開放感のある空間を確保する

ことで、快適な歩行スペースを創出、防災性

の向上にも寄与します。 

騒音・振動・大気汚染などの環境面につい

ては、同規模の都市計画道路の状況から、影

響は極めて小さいものと考えています。 

駅西口からの商店街の見え方の工夫や、信

号機や横断歩道の適切な配置による動線の

確保により、駅・商店街・公園の一体性を維

持し、風景やコミュニティー、歩行者動線な

どを分断することなく、まち全体の回遊性の

向上が期待できるものと考えています。 
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ミュニティーを南北に分断し、南側から駅

にアクセスしようとする住民や、光和小学

校に通う子どもたちに危険と不便を強いる

ものである。 

16  風景を２分してしまう大きな道路も必要

ない。 

17  幹線道路を駅前に引き込み、交通量増大

による影響を問題なしとする理由は。 

 駅前の幹線道路での交通量増大は、住民

の生活や小学生の通学に支障をきたす。 

 232号線は大泉方向抜けて大泉第二中学

校の何十年もの樹齢の桜が植わった校庭

を分断する計画であり、緑豊かな練馬と

生徒の安全確保から乖離している。 

18  道路ができて歩道もできるから通行は安

心という意見が出ていたが、これについて

はもっと綿密な検証が必要だと思う。 

19  再開発ビル南側の横断歩道について安全

上の懸念がある。 

20  南口商店街の歩行者の安全性が問題視さ

れているなか、拡幅され工事が終了した132

号線へのバス路線の変更を早急に実施すべ

き。 

21  早期にバスが132号線にルート変更する

ようお願いする。 

補助132号線の事業進捗に伴い、バスルー

トは令和３年の夏頃に現在の商店街通りか

ら、補助132号線へ振り替える予定で協議を

進めております。 

22  駅を中心にした活気のある「まちづくり」

を進めるには、南北の132号線の完成と232

号線の整備を早急に進めるべき。その結果、

安全、安心な商店街ができゆっくり買物を

することができ、活気のある街が出来てゆ

くと思う。（他１件） 

23  東西南北の道路ネットワークが整備され

ないと、車は時間短縮のためどんどん住宅

街の狭い道に入ってくることはこれまでの

各地の事例が証明している。 

24  なかなか石神井公園駅まで車がスムーズ

に入ってこられなかった不便さが解消さ

れ、明るく楽しい未来のある町となる。 

25  石神井公園駅周辺は、一方通行が多く、

駅に行くのが不便でわかりづらい。富士街

道へ入れる232号線ができれば、安全で安心

なネットワークができ、とても良い。 

平成15年に地域の皆様と策定したまちづ

くり全体構想に基づき、富士街道、補助132号

線および補助232号線の駅直近の道路ネット

ワークを整備することで、交通結節点である

石神井公園駅へ、多方面からアクセスできる

ようになるため、補助232号線の整備を推進

してまいります。また、道路ネットワークの

整備により、現在、生活道路へ流入している

車を減少させることも可能であると考えま

す。 

26  資料で、石神井公園駅を中心に東西南北

の歩道付きの道路が整備され、やっと歩行

者が安心して歩ける街になると確信でき

た。歩行者が安心できれば店舗も栄え、人々

が集まる活気有る街になると思う。 

27  補助132号線の整備の進行と共に、再開発

で周辺の道路整備を計画されている事と思

うが、危険を回避し安全に通行できるよう、

平成15年に地域の皆様と策定したまちづ

くり全体構想に基づき、富士街道、補助132号

線および補助232号線の駅直近の道路ネット

ワークを整備することで、交通結節点である

石神井公園駅へ、多方面からアクセスできる

ようになり、現在、生活道路へ流入している

車を減少させることも可能であると考えま

す。 
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一日でも早く、練馬区として道路整備をし

っかり進めてほしい。 

28  道路が狭くて複雑な為危険を感じます。

早く再開発をし、道路事情をよくしてもら

いたい。 

29  道路が狭く、商店街なのにバスやトラッ

ク等の車が入り危険である。 

30  既に整備が進んでいる補助132号線は、道

幅が広く歩道もしっかり確保され非常に快

適になった。広い道路が出来れば、周辺も

同時に利便性が高くなり、より価値の高い

街になると思う。 

31  新しい道路や建物が造られると言うこと

なので、老人が安心して歩ける街作りをし

てほしい。杖を使っている人も、手押し車

を使っている人もいるので、平らで広い道

や、わかりやすい店を作ってほしい。 

32  地区周辺は狭隘道路が多く危険。再開発

事業とあわせて道路整備を早急に進めてほ

しい。（他２件） 

33  昔住んでいたことがあり友達も多く、た

まに訪問するが、道路が狭いため、車にぶ

つかりそうなのを何度も見てきたし、自分

自身も危ないと思うことが多い。車と歩行

者を分離した道路を早く整備してほしい。 

34  駅からの公園通りは、歩行者が多く賑わ

いがあり良いが、一方、大型バスが入って

きて危ないと感じることが多々ある。都市

計画により道路が整備されると聞いた。多

彩な店舗のある安全な歩道が整備された通

りになってほしい。 

35  道路整備に伴い、歩きやすくなると期待

している。再開発で出来る街並みを楽しみ

にしており、早く事業を進めてほしい。 

36  南口商店街から石神井公園に至る公園通

りは、道が狭い上にバス路線となっており、

お年寄りや小さい子どもをはじめとする歩

行者の通行に際して多大な危険が伴う。再

開発事業により都市計画道路232号線も整

備されると聞いており、石神井の街が、よ

り活性化され安全なまちになるよう早急に

事業を進めてほしい。（他２件） 

37  駅南口の西側だけ道路は狭いし、その上

バス通りで、とても危険な状態。途中まで

整備されている道路を早急に富士街道まで

整備し、安全安心な街をつくってほしい。

駅前に買い物にいく母が安心して買い物に

行ける街にしてほしい。 

38  現状は歩道が整備されていなくてとても

危険を感じている。再開発でガードレール

補助232号線の整備により、安全で潤いの

ある歩道を整備することで、歩行者の安全性

を向上させたいと考えております。また、歩

道の整備に際して、横断抑止柵の設置など、

より一層、歩行者の安全性の確保に努めてま

いりたいと考えております。 

防災性については、避難路の確保、緊急車

両の通行、延焼遮断帯等の視点から効果があ

ると考えております。 
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ができ、道幅も広くなると聞き期待してい

る。（他２件） 

39  補助232号線が更に整備されることで、街

全体がまとまりをもって安全に形成される

と思う。商店街はバスの乗り入れもあり大

変危険である。バスを快適に利用するため

にも、開発を早期に進めてほしい。 

40  道路を広く整備して歩車分離と交通の安

全を確保してほしい。 

41  歩車分離を求める。 

42  商店街の道路はバス、自動車、自転車、

歩行者と混雑して交通事故の危険大であ

る。232号線が出来ることにより歩行者が安

全である。 

43  地震・防災対策や道路、歩道の整備など

住みやすい生活環境になるよう希望する。 

44  以前は商店街の前を通る道路を使ってい

たが、補助132号線が出来てきて、現在はそ

の道を使っている。道路幅が広く、歩道が

しっかり分けられて夜も明るくとても安全

に思う。まだ駅前まで行く道が繋がってい

ないので、開発で広い道を通してもらえる

のを期待している。 

45  再開発事業により歩車道が整備され、ベ

ビーカーでも安心して通行できるようにな

ると思うので、道路の整備も早期に実現し

てほしい。 

46  132号線にバスがルート変更するとのこ

とだが、車は今のままで、それを解決する

には、232号線の整備が必要となる。早く計

画を進めてほしい。 

47  232号線は中途半端な状態で、石神井公園

駅周辺には、広場機能は駅前交通広場のみ

で人が使える広場が欠落している。道路整

備を進めれば歩きにくい街も良くなる。 

48  駅周辺の一方通行の解消や、歩車分離を

実現し歩行者の安全確保をするには、道路

整備をせずには、実現できない。是非、早

く、道路整備すべき。 

49  駅南側の主要道路に歩道が無く、人と車

の分離ができていない。歩行者、自転車、

自動車が輻輳していて危険な状況になって

いる。232号線整備に期待する。 

50  道路が通る計画のようなので、通りやす

く安全な道を是非造って欲しい。 

51  現在の石神井公園駅南口周辺の道路は狭

く、バス、自動車、自転車、そして歩行者

が混在する状況は、生活道路としても、石

神井公園を行楽に訪れる人々が利用する誘

導道路としても常に危険と隣り合わせであ
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り、改善が必要だと考える。この地域の安

全と発展のために、この道路整備を早急に

進めてほしい。 

52  電柱・電線を無くし、すっきりとした明

るいイメージの街並にしてほしい。新しい

商業ビルができるのであれば、商店街も同

様な統一感のある照明を設置し、綺麗で進

んだ街にして欲しい。 

53  再開発の計画において、無電柱化を是非

進めてほしい。景観の良い街並みは、電柱

の地中化が行われている場所がほとんどと

言っても過言ではなく、防災面の向上も期

待され、石神井公園がより質の良い街並み

を形成するには不可欠と考える。 

区内に立ち並ぶ電柱は、良好な都市景観を

損ねるだけでなく、歩行者や車いす利用者の

通行を妨げています。また、災害時には電柱

の倒壊により、避難、救急活動や物資輸送の

妨げとなることが予想されます。 

区では、平成30年３月に策定した「無電柱

化推進計画」において、補助232号線Ⅰ-２期

を「優先的に無電柱化する道路」に選定しま

した。また、都市開発諸制度においても「開

発区域内の無電柱化」を適用条件としてお

り、区域内の道路については、無電柱化を検

討してまいります。 

無電柱化により、安全で快適な歩行空間の

確保、良好な都市環境の創出などに努めてま

いります。 

54  道路が充実するということは、街並みが

整理され美しくなることである。石神井公

園駅周辺も、新たな道路整備により新しい

綺麗な街作りがされることを期待する。 

55  石神井公園駅周辺の道路が整備されて、

街が良くなることはとても良いことだと考

える。早期の完成をお願いする。 

56  歩道部分はどのような感じになるのか。

統一感や清潔感を出してもらいたい。街が

美しくなることが大変楽しみである。 

57  駅の南側は、旧態依然としており、232号

線の整備や再開発事業、電柱の地中化など、

一度にプロジェクトが進めば、一段と良い

街になると期待をしている。 

補助232号線の整備により、歩道を設置し、

歩行者の安全性を向上させたいと考えます。

また、無電柱化により、快適な歩行空間の確

保や良好な都市環境の創出などに努めてま

いります。 

歩道の設えについては、周辺の状況に応じ

た整備を検討してまいります。 

58  練馬区の西部は、道路事情が遅れており、

駅周辺の活性化は、道路整備を伴わないと

達成できないと考える。今回の説明資料は

活性化につながるプランではないか。 

59  駅周辺に行くとき、道路がもう少し整備

されていると、行きやすく、便利で馴染み

やすい街になると思う。何といっても主軸

になる道の整備が必要である。 

60  今ひとつ西側の道路整備が不十分ではな

いか。道路整備に反対するだけでは、国民

生活の向上に寄与しない。早く道路整備を

進めるべき。 

61  道路の整備を進めれば、広域からのアク

セスが飛躍的に向上し、人が集まり、再開

発事業によって、街が活気付く。 

62  現在132号線がほぼできつつあるが、区西

部、北西部からのアクセスが良くない。早

急に富士街道を拡幅し、232号線の整備を進

平成15年に地域の皆様と策定したまちづ

くり全体構想に基づき、富士街道、補助132号

線および補助232号線の駅直近の道路ネット

ワークを整備することで、交通結節点である

石神井公園駅周辺へ多方面からアクセスで

きるようになると、商業施設や商店街へ多数

の人を呼び込み地域の活性化に寄与すると

考えます。 
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めるべき。（他１件） 

63  再開発事業をきっかけに駅前の私道整備

も必要。（他１件） 

駅前の私道は、駅利用者等多くの人が通行

しており、今回、地区施設（区画道路８号）

として指定予定です。再開発事業区域内につ

いては、当該事業において、再整備を行う予

定です。 

2. 説明会開催等に関すること 

1  地区計画を変更したい行政は、なぜ変更

するのかどんな効果があるのかを住民に説

得しなければならないと思うが、説明はス

ライドで棒読みのナレーションでは行政の

町づくりに対する熱意や意思は全く伝わら

ない。 

質疑応答も、一人１問で回答は一方的で

回答に対する疑問や質問は受付けず、これ

では住民の抱える疑問に答えたとは言えな

い。かえって行政不信を招いてしまう。 

計画を推し進めるにあたっては地域住民

の意見を充分に聞き、お互いが納得できる

点を探し出す時間が必要。説明会ではもっ

と時間を取り住民の疑問や要望をしっかり

聞いてほしい。 

説明会では、新型コロナウイルス感染症拡

大防止の観点から、短時間で分かりやすく説

明するため、動画による都市計画原案の説明

としました。当日参加できなかった方のため

に、説明動画を区ホームページでも公開しま

した。「説明動画はわかりやすい」とのご意見

も多く頂いています。 

質疑応答は、一人でも多くの方からご意見

を頂くため、一人一回とさせて頂きました

が、他に質問のある方がいない場合には、二

回目の質問も可とさせて頂きました。また、

当日は、一回に複数質問された方に対して

も、全て回答しています。 

更に、当日発言できなかった方につきまし

ても、「ご意見シート」でご意見ご質問を受け

付け、「原案説明会開催結果のお知らせ」にて

区の考え方をお示ししております。 

2  このような重要な変更案は景観を侵され

る北口住民にも広く知らされるべきであ

り、議論も必要。 

3  もっと広く、地域住民と協議すべき。こ

れまで行われた説明会の告知範囲は、条例

等に則ってはいるのだろうが、狭すぎる。 

4  駅の顔というべき駅前の、これだけ大規

模な再開発計画が、私たちの周辺の住民に

すらほとんど周知されていない。 

5  この原案の説明会も、コロナ禍を理由に

非常に限定された形で行われ、説明会のお

知らせ自体も、対象地域の住民以外は区報

の片隅に載った事務的な記事を見る以外知

ることができず、私自身、当該地域の方に

教えてもらってはじめて知ったという状況

だった。 

説明会開催等の周知については、これまで

の検討状況報告会や素案説明会と同様、開催

案内と説明資料を市街地再開発事業区域や

地区計画区域のみならず、駅北側地区も含

む、おおむね駅周辺の再開発促進地区（約

28ha)に全戸配布し、地区計画区域内に権利

をお持ちの地区外居住者には郵送していま

す。石神井公園駅・石神井庁舎・区民交流セ

ンターでも配布を行い、区ホームページ・

Twitterでも周知しました。今回は更に、区報

にも原案の縦覧や意見書の提出、説明会の開

催などについて掲載しました。 

6  なぜこの時期に強行にこの説明会を開

き、このように急いで強引に推し進めなけ

ればならないのか。これは説明会をしたと

いう証拠づくりか。 

コロナ不安、経済不安で苦しい人々が多

い中、道路や高層マンション建設ではない

だろう。今、何を一番にすべきか、優先順位

を考えるべき。 

7  箱もの優先、道路優先のまちづくり構想

の転換を強く求める。 

区は、都市インフラの整備など、区民の安

全安心を守る事業については、新型コロナウ

イルス感染症のもとにあっても、計画的に取

り組みを進めていくことが必要と考えてい

ます。 

また、区は「新型コロナウイルス感染症に

対する練馬区方針」に基づき、感染拡大防止

に充分に配慮した上で、主催のイベントなど

を、実施することとしています。 

今般、原案を公表する準備が整ったことか
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8  地区計画変更原案の説明会に出席した。

コロナ禍の中で人を集めるのは難しいとは

いえ各回60名で、一人一回限りの参加は地

域住民との十分な意思疎通ができたとは思

えない。 

9  不要不急の事業やイベントごとは次々と

延期、凍結されている。オリンピックです

ら来年の開催も危ぶまれている。果たして

この再開発は本当に急を要する事業か。 

10  コロナウイルスの影響で今後も日本経済

の衰退が危ぶまれている時期、経済的打撃

を受けている区民、医療機関、事業者や飲

食店に補助金や助成金として税金を使う事

が今は第一優先ではないか。 

11  新型コロナウイルスによって、都市・高

層型から分散型のまちづくりに大きく変わ

っている。まちづくりの前提条件が大きく

変わっているこのタイミングで、まちづく

りの方向性をタワマン依存で進めることに

は、大きなリスクがある。 

12  コロナ禍という状況で、誰もが新しい社

会の在り方について心を砕いていると思

う。新たな道路や再開発については今一度

その必要性を見直すべきときではないか。 

ら、換気や座席間の距離を確保することで３

密を回避し、事前予約制として参加人数を限

定するなど、感染拡大防止策を講じた上で、

説明会を実施しました。 

関係規定上、都市計画決定に向けた手続き

を進める上で、住民説明会の開催は必須では

ありません。一方、区は、地域の皆様のご意

見を、直接お聞きすることが出来る場とし

て、説明会の開催は重要だと考えています。 

このため、本年春の開催に向け準備を進め

ていた都市計画原案説明会について、新型コ

ロナウイルス感染症拡大の状況から開催を

延期し、今回、感染拡大防止策を講じた上で

実施しました。 

13  コロナ禍の中、東京都から〝未着手、未

発注、一時停止が可能な事業は、原則延期

又は中止"との依命通達が出されている中、

住民への説明も協議も全く経ぬまま出され

たのが、再開発事業を可能にし、高さ制限

も取り払う商業地区を設定するという地区

計画変更原案である。 

14  東京都の依命通達によれば、本再開発事

業は中止もしくは休止することが妥当であ

ると判断される。 

令和２年５月５日の都の依命通達は、都の

副知事から都庁内の各部署に対して、新型コ

ロナウイルス感染症の状況を踏まえ、当面の

都政運営に関する運営方針等を通達したも

のです。 

練馬区の区政運営に対して適用されるも

のではなく、この依命通達をもって、区が進

めている事業の中止や延期を判断するもの

ではないと考えます。 

区としては、都市インフラの着実な整備を

はじめ、区民の安全安心を守る事業を最優先

に進めていく考えから、今後も市街地再開発

事業の実施に向けて、積極的に取り組んでい

きます。 

※公述人として選定されなかった公述申出人の公聴会公述申出書については、意見書と同様に取り

扱います。（７件） 
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【公述内容の要旨と区の見解】 

 

公 述 内 容 の 要 旨 区 の 見 解 

I. 地区計画関連 

1. 合意形成に関すること 

1  テレビ番組の街頭インタビューで、三人

の若い人が再開発に賛成の意見をしてく

れたことに大きな意味を感じた。このよう

な若い方々は区主催の会議にはまず出席

しないため、そのような市井の人々の肌感

覚に近い意見をくみ取ってほしい。 

2  地区計画の決定に当たっては住民との

合意形成が不可欠であるが、今回の変更で

は、建物の最高高さ規定の変更について素

案説明の場で初めて示され、また公園通り

商店街の壁面後退についてもそれに近い

状態であるなど、合意形成とは程遠い段階

にある。 

3  昨年12月、突然地区計画変更素案が示さ

れたが、事前に住民との話合いも、合意形

成もなく、そのまま進めば、住民間や商店

街が分断され、疑心暗鬼で殺伐としたまち

になってしまう。 

4  本計画は、地権者間の分断を引き起こ

し、解消を目指す方向も示されていない。

こうした問題を解決しないまま進めるこ

とは問題があり、再検討するよう求める。 

5  地区計画の変更案は、再開発事業の素案

の説明会で、行政側からいきなり出された

という点で、まちづくりの考え方もルール

も逸脱したものと言わざるを得ない。 

都市計画法の規定では、地区計画等の案は、

その案に係る区域内の土地所有者その他利害

関係を有する者の意見を求めて作成するもの

とするとあり、同意率についての定めはあり

ませんが、土地所有者等から意見を求めて作

成することとなっています。 

区はこれまで、エリア毎、課題毎に地域の

皆様のご意見を伺う場を設けてきました。石

神井公園駅周辺地区まちづくり懇談会、市街

地再開発事業検討状況報告会、補助132号線周

辺地区まちづくり意見交換会、街並み整備勉

強会をそれぞれ複数回実施した後、都市計画

素案説明会を開催するとともに、町会・商店

会の会合や、戸別訪問などにより、関係権利

者や地域の皆様のご意見を伺い、今回、都市

計画原案説明会を開催したものです。 

また、説明が十分でないという方がいる一

方で、多くの方々からは手続きを進めてほし

いとのご意見を頂いていることから、平成27

年のまちづくり懇談会からこれまでの約５年

の経過を踏まえながら、石神井公園駅周辺に

ふさわしいまちの実現のため、取り組んでい

きます。 

2. 高さの最高限度に関すること 

1  石神井のまちづくりの理念は、周囲から

突出する高さの建物を造らないこと、駅か

ら公園に向かって徐々に建物高さを低く

してスカイラインを整えること、その最高

地点が駅前商業地区の35ｍである。地区計

画原案の最高高さ規定はこれまでの合意

から大きく逸脱している。まちづくりの理

念を修正し、解釈変更することは許されな

い。 

高さの最高限度のただし書については練

馬区の地区計画に共通の高さ制限緩和認定

要綱があり、石神井地区の最高高さの緩和

限度として50ｍ以下と明記されている。区

は、「ただし書の内容を本則の中に明文化し

た」としているが、50ｍという最高高さを、

100ｍ級を容認する内容に改変するのは認

められない。 

駅周辺は、多くの人が通行し人々が交流す

る空間が設けられ、多様な施設が集積するな

ど、地域の中心として安全で利便なまちであ

ることが必要です。とりわけ、石神井公園駅

は、一日の乗降客数が８万人を超え、駅周辺

は、区西部地域の日常生活を支える拠点とな

るまちであり、中心拠点としての機能を、よ

り一層充実させることが必要です。 

駅周辺の拠点としての機能を向上させるた

めには、駅前などの利便性の高い地域は、土

地の高度利用により、多くの方が利用する施

設や、居住する住宅を集約するとともに、道

路やオープンスペースを整備するなど、土地

の有効活用を図り、安全で快適なまちづくり

を進めていくことが必要です。 

そうしたことから、平成24年に決定した地

区計画では、土地の高度利用や有効利用の促
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超高層マンション計画自体が、まちづく

りの視点から疑問がある。 

50ｍでは事業採算が成り立たないとの説

明があったが、既にある高さのルールが優

先である。地区計画の最高高さを変えてで

も再開発ビルの面積の最大化を目指すの

は、参加組合員の利益優先が根底にあるか

らであり、そうした考えを先導しているの

が練馬区である。 

進を、地区計画の目標や土地利用の方針に定

めています。 

この方針等を踏まえ、建築物等の高さの最

高限度に関して、原則35ｍとしながらも、敷

地面積が1,000㎡以上で、区長が別に定める基

準に適合し、市街地環境の改善に資するもの

については、この上限を適用しないこととし

ています。 

したがって、現在の都市計画は、上限も含

む詳細基準の規定を区長に委ねる内容として

決定されています。これは、状況の変化等に

あわせ、迅速に基準の見直しが行えるように

配慮したものと考えています。 

今回は、この市街地環境の改善に資するも

のに係る基準について、現在の都市計画の主

旨を踏まえ、まちづくりの進捗等から見直し

を行うものです。 

駅前商業地区Ａにおいては、敷地内の広い

オープンスペースに、安全・快適な歩行空間

や、潤いのあるみどりを創出するなど、市街

地環境の改善が特に期待できる高度利用地区

内または総合設計の許可を受けた建築物につ

いて、個々の敷地における市街地環境の改善

の状況に応じて高さの判断が可能となるよ

う、50ｍなど一律の上限を定めないこととし

ています。 

高度利用地区や総合設計は、本地区計画の

方針等と同様、歩行者空間等の整備を要する

制度であることから、高さの最高限度を適用

除外としたものであり、高層建築物を誘導す

るために定めるものではありません。 

どの程度の高さとなるかは、確保する歩行

者空間等の大きさによって変わるため、個々

の制度適用の際に、その内容に応じて判断し

ていくこととなります。 

今回は、要綱で定めている基準を単に改正

するのではなく、地域の皆様のご意見も聞き

ながら、都市計画そのものを変更することと

しました。 

駅前から公園に向かって段階的に高さを低

くすること、駅前については、高さの制限を

緩和し、市街地環境の改善に資する建物を誘

導するとの考え方は、現在と変わっておりま

せん。 

3. 商店街に関すること 

1  壁面後退部分の買取りをしないで自主

後退をするというのは納得できない。トラ

ンスの機器設置のためにも地区計画は変

更せず、道路に提供される壁面後退部分の

区の買上げは絶対必要と考えている。よっ

平成24年に決定した地区計画では、建て替

えなどの際、公園通りの中心から５ｍまで道

路を拡幅し、更に50cmの壁面後退を定めてい

ます。 

その後、補助132号線の整備が進捗し、公園
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て、地区計画の変更には反対する。 通りを通過するバスが令和３年度に振り替わ

る予定となったことから、公園通りを含む商

店街通りの拡幅の必要性を、改めて検討しま

した。 

検討の結果、道路として拡幅することなく、

壁面後退による建築誘導とすることで、現在

の計画と同様の機能と空間の確保ができ、加

えて街並み誘導型地区計画による土地の有効

利用、商店会の一部の方々からの要望である

「無電柱化」を同時に実現することが可能と

考え、今回の都市計画原案をお示ししました。 

今後も、地域の皆様のご意見を聞きながら、

商店街通りの整備に取り組んでいきます。 
II. 市街地再開発事業関連 

1. 風環境に関すること 

1  再開発ビルは、ビル風を激しくし、歩い

て楽しいまちの実現を妨げる。 

2  この地区計画の変更と市街地再開発事

業により南口の駅周辺が強いビル風によ

って通行しづらい地区に変わってしまう

ことに大きな危惧を抱いている。 
この計画がもたらす重要なまちの環境

変化について、区自らがチェックし検証、

検討し、区民に知らせるべき。 

風環境については、関係法令による規制値

が設けられていないため、村上評価や風工学

研究所方式などの評価基準に基づき、影響を

評価する方法が、広く用いられています。 

本事業では、石神井測定局の風速データ（過

去６年間）に基づき、村上評価を用いてコン

ピューターによるシミュレーションを行って

おり、住宅街等で許容されるランク２に収ま

る結果となっています。 

村上評価でいう「ランク２」とは、１日の最

大瞬間風速が10m/s（ごみが舞い上がる等）を

超える日が年間80日、15m/s（自転車が倒れる

等）を超える日が年間13日、20m/s（風に吹き

飛ばされそうになる）を超える日が年間２日

以下となる風環境を指します。 

今後は、建築物や外構（植栽など）の詳細計

画の段階で検証するとともに、少しでも影響

を減らす工夫をし、地域の皆様にわかりやす

く説明するよう、準備組合を指導していきま

す。 

2. 事業効果に関すること 

1  再開発という大規模な共同化事業が無け

れば、今後も間口の狭いペンシルビルが立

ち並ぶことになる。一般の住民の方が将来

を見通して、多様なビルの雑多な街並みと、

現代風の再開発による統制の取れた街並み

のどちらが好みかということであるが、再

開発が良いということになれば、生活再建

のための資金のバックアップ等の必要が出

てくる。 

2  住民、利用者にとっても、また交通や防

災といった公共性、公益性の面でも、意義

のあるものでなくては、将来において当地

区の更なる発展は望めない。正に「三方良

現在、市街地再開発事業の区域内およびそ

の周辺は、敷地が細分化されたうえに建築物

が密集し、空地や樹木がほとんどない状況で

す。また、道路は狭く、歩道がないうえに自動

車、歩行者、自転車が輻輳し、危険な状況で

す。 

本事業の実施により、敷地内の空地の確保、

道路沿いのオープンスペースや樹木等の創

出、歩車分離した道路の整備等がなされ、み

どり豊かな潤いと安全性を兼ね備えた街並み

の実現が期待できます。 

また、共同化された建物に商業・業務施設

を集積し、生活に密着した行政サービス機能



41 

し」を実現できる最善の手法として、共同

化事業がある。 

石神井公園駅周辺地区の発展を停滞させ

ることなく、「三方良し」の理念に倣い、小

さな私憤を捨て大きな変化を受け入れると

いう観点から、当議案は必要不可欠なもの

であり、賛成する。 

3  既存商店街は「裏通り商店街」と化して

しまう。表通りで商売している店舗が裏通

りになることにより厳しい経営を強いら

れる。よって再開発イコール地域の活性化

にはつながらない。 

4  再開発に反対しているのではないが、何

をどのように変えていくかという中身の

問題で、それを知るには多くの人の考えを

集めなくてはならない。道路、建物は一旦

建設に取り掛かったら簡単には修正でき

ない。高さの約束を破ってまで再開発ビル

を建設するのであれば、その理由を公表

し、広く住民の声を聴くべき。 

開発でまちが割れてしまうだけでなく、

多くの人が納得しないまま計画が進んで

いけば、まちの人の気持ちも分断されてし

まう。そうならないよう、再開発計画を慎

重に進め、今まで出された意見や要望を反

映させ、まちづくりを進めてほしい。 

5  何の断りもなく、人の土地、財産権、営

業権、所有権、生活権までも奪う行為は許

されるのか。当初より反対地権者の意思は

不当に扱われ、誠意のひとかけらも見られ

ない。事業採算のため、代替案は作れない

との一点張りで、強引に進められてきた。 

6  「地権者の２／３以上の同意」という都

市再開発法の規定は、土地改良法などを根

拠にしているが、大都市の宅地では性格が

異なり、そうした状況を考慮しない都市再

開発法は時代に適合していない。このよう

な、問題のある都市再開発法による本計画

を、これ以上進めるべきではない。 

を移設することで、駅前の魅力や利便性が向

上し、既存の商店街や公園等へつながるにぎ

わいが生まれると考えております。 

更に、現在の計画と同様の機能と空間の確

保、商店街の特色を生み出す街並み整備計画

の策定、商店街通りの無電柱化を行うことで、

駅・商店街・石神井公園が一体となった、魅力

あふれるまちの実現を目指します。 

3. 景観に関すること 

1  今回の計画を進めると、石神井の生活環

境や景観にダメージを与え、将来の修復を

困難にする。 

2  今でも、ピアレスとプラウドタワーがあ

り、空を一部遮っているが、これ以上高い

建物が林立すれば、景観価値は失われてし

まう。 

3  景観利益に関する周辺住民への合意形

成ができているとは言い難い。 

区は、駅前のような利便性の高い地域では、

土地の高度利用により、多くの方が利用する

施設や、居住する住宅を集約するとともに、

道路やオープンスペースを整備するなど、土

地の有効活用を図り、安全で快適なまちづく

りを進めていくことが必要だと考えていま

す。 

石神井公園駅の駅前商業地区についても、

建物が敷地いっぱいに建設され、空地やみど

りが少なく、歩行者の安全等が確保されてい
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 ないことから、空地等を確保し、みどりや歩

行者空間等の創出を誘導する必要がありま

す。 

そうしたことから、平成24年に決定した地

区計画では、土地の高度利用や有効利用の促

進を、地区計画の目標や土地利用の方針に定

めています。 

本再開発事業により、都市計画道路等やそ

れらに接した歩道状空地、樹木等、歩行者用

通路や商業施設等が整備されます。 

これらにより、広い道路空間や潤いやにぎ

わいのある歩行者空間等が創出され、現状を

踏まえると、事業区域周辺における景観の向

上が大いに期待されます。 

敷地周囲に空地を創出するために、その分

建物は高くなり、遠方から建物が見えるよう

になりますが、駅周辺の既存建築物と同程度

の高さまでに抑え、街並みの調和を図ります。 

再開発ビルの形態・意匠などについては、

今後も、練馬区景観計画の基準や、練馬区都

市計画審議会高度地区評価・景観部会におけ

る意見などを踏まえ、計画が石神井公園駅前

にふさわしいものになるよう、準備組合を指

導していきます。 

4. 権利者の生活再建に関すること 

1  補助232号線を通常の収用で整備する場

合、変形土地や狭小地を残し、駅直近の利

用価値を十分に生かせない。それを解決す

るものが市街地再開発事業である。現在は

地権者の９割以上の参加と賛同を得るま

でになった。私の土地は道路用地に掛かっ

ていないが、再開発という大きな事業は、

駅周辺の発展を考える上で、逃してはなら

ない機会と考え参加することを決めた。 

2  所有する土地の大部分に掛かるような

形で、都市計画道路の計画線が策定されて

いるため、建築規制や高さ制限等が掛か

り、自由に活用することがままならない状

況が今現在も続いている。 

地元地権者の方々が主導となり、それぞ

れが当地での生活再建、営業継続への道を

探っている。 

市街地再開発事業の最大の特徴は、土地の

有効利用を図りながら、道路やオープンスペ

ースを創出するとともに、地区内に権利をお

持ちの方が、事業完了後も、引き続き、居住や

営業できる点です。 

本再開発事業は、都市計画道路の計画線外

の権利者の皆様が、計画線に掛かる権利者の

敷地を含めて事業区域とすることで、石神井

の地で、共に居住や業務を続けられるように

なることを念頭に検討を開始したものです。 

地域の皆様からは、早期事業化を望む意見

を頂いていることから、今後も、事業実施に

向けて取り組んでいきます。 

5. 石神井庁舎移設・跡地活用に関すること 

1  本計画は石神井庁舎の一部移転を条件

としているが、これに対する公費投入に対

して、練馬区は区民の意見を聴いてきた

か。私の経験からすると、機能の移転は利

便性を低下させる。何より、この庁舎移転

の是非について、住民に意見を聴く基礎的

石神井庁舎は建築後50年が経過しており、

今後、有効利用に向けて改築等の方向性を定

める必要があります。 

庁舎の改築等を現敷地で検討する上では、

仮移転等に係る費用の縮減や、施設の一時閉

鎖による区民サービス低下など、様々な課題
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な手続さえも怠っている。 

2  景観法に適合しない行為をしようとし

た者に、区長は設計の変更など必要な措置

を講じるよう、指導することができると明

記されているが、指導するどころか、違法

なビルの中に庁舎の一部機能を移転すべ

く３フロアが確保されている。 

に対応しながら取り組む必要があります。 

そこで、仮移転によらず、行政機能を維持

しながら、区民利便性の向上を図るため、駅

直近の本事業で整備される再開発ビルに、生

活に密着した行政サービスの一部を移設する

方向で検討しているものです。 

「練馬区公共施設等総合管理計画〔実施計

画〕」では、再開発ビルへ移転する機能につい

て、令和２年度に「決定」としていますので、

今後、区民の皆様にお示ししていく予定です。 

庁舎跡施設または跡地の利用方法について

も、移転に併せて検討していく予定です。 
6. 防災性の向上に関すること 

1  駅前の再開発ビルの中に、不特定多数を

想定したより強固でかつ司令塔として機

能する、新しい防災拠点を構築することは

喫緊の課題である。 

石神井公園駅南口西地区では、老朽化した

建物も複数あり、震災時に、建物の倒壊や火

災の発生が強く懸念され、防災上、大きな課

題があります。事業完了後は、耐震化・不燃化

された建築物が整備されるとともに、都市計

画道路の整備やオープンスペースの創出によ

り、地域の防災性向上にも寄与するものと考

えます。 

また、再開発ビルは、大規模災害時におけ

る建築物の自立性の確保が求められることか

ら、自家発電設備や防災備蓄倉庫等を整備す

ることになります。 

7. 事業の進め方に関すること 

1  この再開発事業は、事業の進め方に問題

がある。 

2  説明会で準備組合が説明するなどの行

為は、中立であるべき練馬区が準備組合に

荷担し、支援してきたことを表しており、

事業を進めるプロセスの上で重大な瑕疵

を犯している。 

最初から練馬区が中立、公平な立場を貫

いていれば、このような不条理だらけの再

開発、高さ制限の変更の原案など出ようは

ずがなかった。この再開発事業を初めか

ら、抜本的に検証、検討してほしい。 

市街地再開発事業は、都市計画道路の整備

と併せて、個々の建物の共同化・不燃化によ

り防災性を高め、また、立地の利便性をいか

した施設の整備が期待できる事業です。 

本再開発事業を予定している区域内に権利

をお持ちの方々に対しては、等しく事業の意

義や効果について、丁寧に説明をしています。

事業実施へのご理解に至っていない方に対し

ては、とりわけ丁寧に説明をしています。 

また、地域の皆様に対しても、石神井公園

駅周辺地区まちづくり懇談会、市街地再開発

事業検討状況報告会、補助132号線周辺地区ま

ちづくり意見交換会、街並み整備勉強会をそ

れぞれ複数回実施した後、都市計画素案説明

会を開催するとともに、町会・商店会の会合

や戸別訪問などにより、関係権利者や地域の

皆様のご意見を伺い、今回、都市計画原案説

明会を開催しました。 

今後も、関係権利者や地域の皆様のご意見

を伺いながら、事業実施に向けて取り組んで

いきます。 

III. その他 

1. 都市計画道路に関すること 
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1  未着手の補助232号線Ⅰ－２期に早急に

着手し、石神井公園駅周辺に居住する、ま

たは利用する人々の生活の更なる質の向

上を図るべき。 

補助232号線が富士街道まで通ることで、

商店街に車両を通過させなくてもよくなる

かもしれない。そうなれば、買物のしやす

い商店街、生活環境となり、まちの発展に

大いに寄与するものと考える。そのため、

市街地再開発事業の早期実施を望む。 

2  他の土地から初めて石神井公園駅に来

る人にとっては、南口へのアプローチは難

所となっており、現状片肺状態の補助232

号線の富士街道までの開通が重要。 

災害時には都市計画道路が、緊急車両の

通行や災害拠点を目指す人たちのアクセス

道路として有効に機能するだろう。 

3  補助232号線、補助135号線の計画決定

後、その交差部に大泉第二中学校を建設し

たことは、練馬区の道路行政が無策だと言

わざるを得ない。このように練馬区の進め

る道路行政には矛盾が多く、ご都合主義で

はないか。 

4  道路建設の合意が得られていない。石神

井公園に向かうには、補助232号線を横断

しなければならないが、素案説明会での準

備組合のイラストでは、信号機の設置が描

かれていない。信号機の設置によって、計

画道路以外の地域の人々の通行量が減少

し、まちは活力を失い寂れていく。区はこ

れらの地域に対し社会調査等を行うべき。 

5  補助232号線の整備について、道路ネッ

トワーク整備が地元にどのような利益を

もたらすのか具体的な説明がない。また、

生活道路に流入する車両が多いとの説明

があったが、現実にそのような車はほとん

どなく、商店街は通行不可の時間帯もあ

る。このような状況、また将来を見据えて

も補助232号線の必要性は見当たらない。 

6  この道路計画は現在の石神井のまちと

コミュニティーを南北に分断し、南側から

駅にアクセスしようとする住民や、光和小

学校に通う子供たちに危険と不便を強い

るものである。 

都内の都市計画道路は、おおむね10年ごと

に必要性の検証を行っており、平成28年３月

に策定した第四次事業化計画では、未整備の

都市計画道路を対象に路線ごとの必要性を確

認しています。補助232号線Ⅰ-２期区間につ

いては、第四次事業化計画において、優先的

に整備する路線として選定しています。 

石神井公園駅南地区では、商店街通りの路

上において、歩行者・自転車・車が輻輳してお

り、常に接触事故の危険があるとともに、緊

急車両の通行などに課題があります。 

補助232号線Ⅰ-２期区間の整備により、安

全で潤いのある歩道を整備するとともに、駅

周辺の道路ネットワークを形成することで、

交通結節点である石神井公園駅へ、多方面か

らのアクセスが可能となります。 

交通環境等の改善については、広く多くの

方からも早期の実現を望むご意見を頂いてい

ることから、今後も、丁寧な合意形成を図り

ながら、早期整備に向けて取り組んでいきま

す。 

2. 説明会開催等に関すること 

1  この原案の説明会も、コロナ禍を理由に

非常に限定された形で行われ、説明会のお

知らせ自体も、対象地域の住民以外は区報

の片隅に載った事務的な記事を見る以外

知ることができず、私自身、当該地域の方

区は、都市インフラの整備など、区民の安

全安心を守る事業については、新型コロナウ

イルス感染症のもとにあっても、計画的に取

り組みを進めていくことが必要と考えていま

す。 
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に教えてもらって初めて知ったという状

況だった。 

コロナ禍の中、東京都から〝未着手、未

発注、一時停止が可能な事業は、原則延期

又は中止"との依命通達が出されている中、

住民への説明も協議も全く経ぬまま出され

たのが、再開発事業を可能にし、高さ制限

も取り払う商業地区を設定するという地区

計画変更原案である。 

 

また、区は「新型コロナウイルス感染症に

対する練馬区方針」に基づき、感染拡大防止

に充分に配慮した上で、主催のイベントなど

を、実施することとしています。 

今般、原案を公表する準備が整ったことか

ら、換気や座席間の距離を確保することで３

密を回避し、事前予約制として参加人数を限

定するなど、感染拡大防止策を講じた上で、

説明会を実施しました。 

関係規定上、都市計画決定に向けた手続き

を進める上で、住民説明会の開催は必須では

ありません。一方、区は、地域の方々のご意見

を、直接お聞きすることが出来る場として、

説明会の開催は重要だと考えています。 

令和２年５月５日の都の依命通達は、都の

副知事から都庁内の各部署に対して、新型コ

ロナウイルス感染症の状況を踏まえ、当面の

都政運営に関する運営方針等を通達したもの

です。 

練馬区の区政運営に対して適用されるもの

ではなく、この依命通達をもって、区が進め

ている事業の中止や延期を判断するものでは

ないと考えます。 

区としては、都市インフラの着実な整備を

はじめ、区民の安全安心を守る事業を最優先

に進めていく考えから、今後も市街地再開発

事業の実施に向けて、積極的に取り組んでい

きます。 

 


